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告   示 

奈良市告示第 142号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 4年3月16日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 3年11月26日 奈良市指令整開 第21A-17号 

令和 4年2月24日 奈良市指令整開 第21A-17-1号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和4年3月16日 第1803号  

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市西大寺北町三丁目 398番、397番1及び399番1 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 大阪市西成区天下茶屋一丁目 17番3号 

株式会社喜仙荘 代表取締役 喜多尾 仁孝 

（令和 4年3月16日掲示済） 

 

奈良市告示第 143号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 4年3月17日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 4年3月17日 

3 移動対象区域 

 近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 4年3月17日掲示済） 
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奈良市告示第 144号 

都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第 63条第 2項の規定に準用する同法第 62条第 1項の規定により次の都市

計画事業認可に係る図書の写しの送付を受けたので、同条第 2項の規定により次の場所で公衆の縦覧に供する。 

 令和 4年3月17日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 都市計画事業の種類及び名称 

 大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路事業 

 3・4・128号 大安寺柏木線 

2 縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課 

（令和 4年3月17日掲示済） 

 

奈良市告示第 145号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 4年3月22日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 4年3月22日 

3 移動対象区域 

 近鉄新大宮駅周辺、ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 4年3月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 146号 

下記に掲げる者は、住民基本台帳法施行令（昭和 42年政令第 292号）第 8条に規定する事由が生じたので、同令

第 12条第 1項の規定により、その住民票を職権で消除したが、その通知を受けるべき者の住所等が不明のため、同

条第4項後段の規定により公示する。 

なお、この処分に不服のある者は、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3箇月以内に奈良市長に

対して審査請求をすることができる。 

また、この処分の取消しを求める訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 6箇月以内に、奈
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良市を被告として提起することができる。 

 ただし、上記の期間が経過する前に、この処分があった日の翌日から起算して1年を経過した場合は、審査請求を

することや処分の取消しの訴えを提起することはできない。 

なお、正当な理由があるときは、上記の期間やこの処分があった日の翌日から起算して 1年を経過した後であって

も審査請求をすることや処分の取消しの訴えを提起することが認められる場合がある。 

 令和 4年3月22日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

記 

事件本人 省略 

（令和 4年3月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 147号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により押上町自治会から告示した事項の変更の

届出があったので、同条第10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 4年3月22日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 4年 1月 23日 

（令和 4年3月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 148号 

 農業経営基盤強化促進法（昭和 55年法律第 65号）第 18条第 1項の規定に基づき農用地利用集積計画を定めたの

で、同法第 19条の規定に基づき公告する。 

 令和 4年3月22日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

（令和 4年3月22日掲示済） 

 

奈良市告示第 149号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第9条の規定により自転車等放置禁止区

域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管したので、同条例第 10条第 1項の規定により告示する。 

 令和 4年3月24日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 移動理由 

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。 

2 移動年月日 

 令和 4年3月24日 

3 移動対象区域 

 近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺及びＪＲ奈良駅周辺自転車等放置禁止区域 

4 保管場所 

 奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

5 引取期間 

 移動日から 60日間。ただし、奈良市の休日を定める条例（平成元年奈良市条例第 3号）第 1条第 1項に規定する

市の休日（毎月の第 2及び第4土曜日を除く。）を除く。 

6 引取時間 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

山本 哲也 

奈良市押上町 39番地の 1 

迎田 充弘 

奈良市押上町 10番地 
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 午前 9時から午後4時30分まで 

7 引取りのための必要事項 

(1) 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認できるもの（学生証・運転免許証・保険証等）を持参すること。 

(2) 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収する。 

 ア 移動費 自転車     2,000円 

       原動機付自転車 4,000円 

 イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から 14日以内は無料） 

8 連絡先 

 奈良市環境部 環境政策課 電話番号 0742-34-1111（代表） 

（令和 4年3月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 150号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和4年3月24日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 3年12月10日 奈良市指令整開 第21A-23号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和4年3月24日 第1804号 

公共施設 令和4年3月24日 第894号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市北之庄町 658番1、658番6、658番7及び658番8 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市神殿町 630番地の6 

 特定非営利活動法人 みつわ会 理事長 六十谷 進 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

道 路：奈良市北之庄町658番7及び658番8 

（令和 4年3月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 151号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月24日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

8月7日 
寺本 正治 

社会福祉法人恩

賜財団済生会奈

良病院 

奈良市八条四丁目 643番地 内科（小腸機能障害） 

（令和 4年3月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 152号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月24日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  
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指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

8月7日 
高山 政樹 

医療法人康仁会 

西の京病院 
奈良市六条町 102-1 

消化器内科（小腸機能

障害） 

（令和 4年3月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 153号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月24日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

8月7日 
西尾 昭宏 

医療法人康仁会

西の京病院 
奈良市六条町 102-1 

消化器内科（肝臓機能

障害・小腸機能障害） 

（令和 4年3月24日掲示済） 

 

奈良市告示第 154号 

道路法（昭和27年法律第180条）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を変更する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

令和 4年3月25日 

   奈良市長 仲 川 元 庸  

整理 

番号 
路線名 区間 

変更 

前後 

別 

幅員 

（ｍ） 

延長 

（ｍ） 
備考 

1 東部第285号線 
奈良市横井町960番106地先から 

奈良市横井町924番6地先まで 

前 3.4～6.2 185.0  

後 4.0～9.0 185.0  

（令和 4年3月25日掲示済） 

 

奈良市告示第 155号 

 道路法（昭和27年法律第180条）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年3月25日 

     奈良市長 仲 川 元 庸  

整理 

番号 
路線名 区間 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 東部第285号線 
奈良市横井町960番106地先

から 

奈良市横井町924番6地先ま

で 

Ｌ＝185.0 

Ｗ＝4.0～9.0 

（令和 4年3月25日掲示済） 

 

奈良市告示第 156号 

道路法（昭和27年法律第180条）第18条第1項の規定に基づき、次のように道路の区域を決定する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

令和 4年3月25日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起点 終点 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 北部第818号線 
奈良市白毫寺町 1195 番 3 地

先から 

奈良市横井町924番6地先ま

で 

Ｌ=162.6 

Ｗ＝8.2～42.5 
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（令和 4年3月25日掲示済） 

 

奈良市告示第 157号 

 道路法（昭和27年法律第180条）第18条第2項の規定に基づき、次のように道路の供用を開始する。その関係図

書は、公示の日から 1箇月間、建設部土木管理課において一般の縦覧に供する。 

 令和 4年3月25日 

             奈良市長 仲 川 元 庸  

整理

番号 
路線名 起点 終点 

延長（ｍ） 

幅員（ｍ） 

1 東部第285号線 
奈良市白毫寺町 1195 番 3 地

先から 

奈良市横井町924番6地先ま

で 

Ｌ＝162.6 

Ｗ＝8.2～42.5 

（令和 4年3月25日掲示済） 

 

奈良市告示第 158号 

 奈良市伏見地域ふれあい会館の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に

関する条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 4年3月25日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市菅原東一丁目 21番21号 

 奈良市伏見地域ふれあい会館 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市疋田町二丁目 2番21号 

 伏見地区自治連合会 

 会長 山口 誠 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 4年4月1日から令和6年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 

(1) 奈良市伏見地域ふれあい会館の利用に関すること。 

(2) 奈良市伏見地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定めること。  

（令和 4年3月25日掲示済） 

 

奈良市告示第 159号 

 奈良市明治地域ふれあい会館の指定管理者を指定したので、奈良市公の施設における指定管理者の指定の手続等に

関する条例（平成 17年奈良市条例第 85号）第4条第3項の規定により次のとおり告示します。 

 令和 4年3月25日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定管理者を指定する公の施設 

 奈良市北永井町 508番地の2 

 奈良市明治地域ふれあい会館 

2 指定管理者の所在地及び名称 

 奈良市神殿町 123番地 

 明治地区自治協議会 

 会長 山口 清和 

3 指定管理者の指定の期間 

 令和 4年4月1日から令和6年3月31日まで 

4 指定管理者が行う業務の範囲 
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(1) 奈良市明治地域ふれあい会館の利用に関すること。 

(2) 奈良市明治地域ふれあい会館の施設及び附属設備の維持管理に関すること。 

(3) その他市長が定めること。  

（令和 4年3月25日掲示済） 

 

奈良市告示第 160号 

 令和 4年奈良市議会3月定例会において成立した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

219条第2項の規定により別紙のとおり公表する。 

 令和 4年3月28日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和3年度奈良市一般会計補正予算（第 16号） 

2 令和3年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計補正予算（第 2号） 

3 令和3年度奈良市土地区画整理事業特別会計補正予算（第 1号） 

3 令和3年度奈良市介護保険特別会計補正予算（第2号） 

4 令和3年度奈良市後期高齢者医療特別会計補正予算（第 1号） 

5 令和3年度奈良市病院事業会計補正予算（第 2号） 

6 令和3年度奈良市水道事業会計補正予算（第 1号） 

7 令和3年度奈良市下水道事業会計補正予算（第 1号） 
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（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 161号 

 令和 4年奈良市議会3月定例会において成立した次に掲げる予算の要領を地方自治法（昭和 22年法律第67号）第

219条第2項の規定により、別紙のとおり公表する。 

 令和 4年3月28日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 令和4年度奈良市一般会計予算 

2 令和4年度奈良市住宅新築資金等貸付金特別会計予算 

3 令和4年度奈良市国民健康保険特別会計予算 

4 令和4年度奈良市土地区画整理事業特別会計予算 

5 令和4年度奈良市介護保険特別会計予算 

6 令和4年度奈良市母子父子寡婦福祉資金貸付金特別会計予算 

7 令和4年度奈良市後期高齢者医療特別会計予算 

8 令和4年度奈良市病院事業会計予算 

9 令和4年度奈良市水道事業会計予算 

10 令和4年度奈良市下水道事業会計予算 
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奈良市告示第 162号 

 奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和 59年奈良市条例第 23号）第 10条第 3項の規定により利用者又は

所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分するので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規則（昭

和59年奈良市規則第35号）第 5条の規定により告示する。 

 令和 4年3月28日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 処分の根拠 

移動日から 60日経過したにもかかわらず、引取りがないため。 

2 処分対象自転車等の保管場所 

奈良市自転車等保管施設（奈良市大安寺西二丁目 288番地の 1） 

3 処分年月日 

令和 4年3月28日 

4 処分対象自転車等の移動年月日 

令和 3年8月3日、同月6日、同月 10日、同月12日、同月 23日及び同月27日 

（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 163号 

 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 4年3月28日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 3年11月17日 奈良市指令整開 第21A-16号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

（1工区） 

開発行為 令和4年3月28日 第1805号 

公共施設 令和4年3月28日 第895号 

3 開発区域に含まれる地域 

 （1工区） 

奈良市大安寺町 505番3 他 27筆 （別紙参照） 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市押熊町 871番地の1 

株式会社いそかわ 代表取締役 安東 和彦 

5 公共施設の種類、位置及び区域 

 （1工区） 

道路：奈良市大安寺町525番 2の一部 

緑地：奈良市大安寺町 507番 2の一部、508番3の一部、509番3の一部、519番2の一部及び 525番2の一部 

防火水槽：奈良市大安寺町511番1の一部及び512番の一部 

雨水貯留槽：奈良市大安寺町 508番 3の一部、509番 3の一部、510番 3の一部、511番 1の一部、511番 2の一

部、514番1の一部、514番2の一部、519番1の一部及び519番2の一部 

別紙    

・開発区域に含まれる地域 

（全体）奈良市大安寺町 

505番3、506番1、506番 2、507番1の一部、507番2、507番3、508番3、509番3、510番1、510番3、511

番 1、511番 2、512番、513番 1、513番 2、513番 3、514番 1、514番 2、515番 1、515番 2、515番 3、516番
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1、516番2、516番3、517番 1、517番3、519番1、519番2及び525番2 

（1工区）奈良市大安寺町 

505番3、506番1、506番 2、507番1の一部、507番2、507番3、508番3、509番 3、510番1の一部、510番

3の一部、511番 1、511番 2、512番、513番 1、513番 2、513番 3、514番 1の一部、514番 2の一部、515番 1

の一部、515番 2、515番 3の一部、516番 1の一部、516番 2の一部、516番 3の一部、517番 1の一部、519番

1の一部、519番2及び525番2 

（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 164号 

令和 3年奈良市告示第233号（新型コロナウイルス感染症予防接種の実施）の一部を次のように改正し、令和 4年

3月25日から適用する｡  

令和 4年3月28日  

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 予防接種の種類､ ワクチンの種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所の表を次のよ

うに改める。 

予防接種

の種類  
ワクチンの種類 予防接種の対象者の範囲  

予防接種を

行う期間  

予防接種を

行う場所  

新型コロ

ナウイル

ス感染症  

コミナティ筋注（予防接種実

施規則（昭和 33 年厚生省令

第 27号）附則第 7条第 1項

第1号に規定する方法） 

初回接種（予防接種実

施規則附則第 7条第 1

項の初回接種をいう。

以下同じ。） 

12 歳以

上の者 

令和 3 年 4

月 12日から

令和 4 年 9

月 30日まで 

厚生労働省

ホームペー

ジ「コロナワ

クチンナビ」

に掲載され

ている本市

内の接種会

場 

追加接種（予防接種実

施規則附則第 8条第 1

項の追加接種をいう。

以下同じ。） 

コミナティ筋注 5～11 歳用

（予防接種実施規則附則第 7

条第1項第4号に規定する方

法） 

 

初回接種 5 歳以上

11 歳以

下の者 

令和 4 年 2

月 21日から

同年 9月 30

日まで 

スパイクバックス筋注（旧販

売名：ＣＯＶＩＤ−19ワクチ

ンモデルナ筋注）（予防接種

実施規則附則第7条第1項第

2号に規定する方法） 

初回接種 12 歳以

上の者 

令和 3 年 6

月 14日から

令和 4 年 9

月 30日まで 

追加接種 18 歳以

上の者 

（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市告示第 165号 

介護保険法（平成 9年法律第 123号）第 42条の 2第 1項の規定により、指定地域密着型サービス事業者を指定し

たので、同法第78条の11第1号の規定により公示する。 

令和 4年3月28日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 令和4年4月 1日 

事業所番号 
サービスの

種類 

事業者 事業所 

名称 住所 名称 住所 

2990400190 
地域密着型

通所介護 

株式会社ル．リ

アン 

奈良県天理市櫟本

町2098-1 

デイサービスり

あん天理 

奈良県天理市櫟

本町2098-1 



令和 4年 4月 18日 

（月曜日） 奈 良 市 公 報 第 70号 

－ 71 － 

（令和 4年3月29日掲示済） 

 

奈良市告示第 166号 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第42条第1項第4号の規定による事業計画のある道路を次のとおり指定し

たので建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第40号）第 10条の規定により公告します。 

令和 4年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 

 令和 4年3月29日 

2 指定した道路の名称 

市道南部第 50号線 

3 指定した道路の幅員 

 6.0ｍ  

4 指定した道路の延長 

 93.0ｍ  

5 指定した道路の区域 

奈良市恋の窪二丁目 230番221地先から奈良市恋の窪二丁目 233番16地先まで 

（令和 4年3月29日掲示済） 

 

奈良市告示第 167号 

建築基準法（昭和 25年法律第 201号）第42条第1項第4号の規定による事業計画のある道路を次のとおり指定し

たので建築基準法施行規則（昭和 25年建設省令第40号）第 10条の規定により公告します。 

令和 4年3月29日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 指定年月日 

 令和 4年3月29日 

2 指定した道路の名称 

① 西九条佐保線 

 ② 区画道路9号線 

 ③ 区画道路10号線 

 ④ 区画道路18号線 

 ⑤ 区画道路19号線 

 ⑥ 区画道路21号線 

3 指定した道路の幅員 

 ① 23.0ｍ 

 ② 6.0ｍ 

 ③ 6.0ｍ 

 ④ 6.0ｍ 

 ⑤ 6.0ｍ 

 ⑥ 6.0ｍ 

4 指定した道路の延長 

 ① 38.0ｍ 

 ② 27.5ｍ 

 ③ 141.0ｍ 

 ④ 16.5ｍ 

 ⑤ 23.0ｍ 

 ⑥ 70.0ｍ 

5 指定した道路の区域 
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 ① 奈良市大森西町644番1地先から奈良市大森西町191番1地先まで 

 ② 奈良市大森西町653番2地先から奈良市大森西町649番地先まで 

 ③ 奈良市大森西町649番地先から奈良市大森西町178番地先まで 

④ 奈良市大安寺七丁目669番2地先から奈良市大安寺七丁目 669番1地先まで 

⑤ 奈良市大安寺七丁目675番15地先から奈良市大安寺七丁目 676番6地先まで 

⑥ 奈良市大森町103番1地先から奈良市大安寺七丁目 669番1地先まで 

（令和 4年3月29日掲示済） 

 

奈良市告示第 168号 

 都市計画法（昭和43年法律第 100号）第36条第3項の規定により、開発行為に関する工事が完了したことを次の

とおり公告する。 

 なお、当該開発区域を表示した図書は、都市整備部開発指導課において一般の閲覧に供する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 許可の年月日及び番号 

令和 4年2月28日 奈良市指令整開 第21A-26号 

2 検査済証の交付年月日及び番号 

開発行為 令和4年3月30日 第1806号 

 公共施設 令和4年3月30日 第896号 

3 開発区域に含まれる地域 

奈良市南京終町 673番3、680番1及び681番 

4 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

 奈良市南京終町 686番地 

石井 彌  

5 公共施設の種類、位置及び区域 

 道路：奈良市南京終町673番 3の一部 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 173号 

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律（平成 20年法律第 40号）第 12条第 1項の規定により、歴

史的風致形成建造物を指定したので、次のとおり告示する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 歴史的風致形成建造物の指定番号 

第31号 

2 歴史的風致形成建造物の指定年月日 

令和 4年3月30日 

3 歴史的風致形成建造物の名称 

旧和田家住宅 

4 歴史的風致形成建造物の概要 

主屋（木造二階建、切妻造、平入、桟瓦葺） 

5 歴史的風致形成建造物の所在地 

奈良市脇戸町 11番地 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 174号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第59条第1項に規定

する指定自立支援医療機関の指定辞退につき、同法第69条第3号の規定に基づき告示する。 
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 令和4年3月30日 

       奈良市長 仲 川 元 庸  

指定辞退 

年月日 
医療機関名 所在地 開設者氏名 

指定辞退する 

医療の種類 

令和元年 

5月31日 
奈良西部病院 奈良市三碓町2143-1 

医療法人拓生会 

理事長 櫻井 立良 
整形外科に関する医療 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 175号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

8月27日 
有田 憲生 

医療法人社団生和会ならま

ちリハビリテーション病院 
奈良市杉ヶ町57番1 

内科・リハビリテーショ

ン科（肢体不自由） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 176号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

      奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

8月27日 
中谷 麗子 

医療法人岡谷会おかたに病

院 

奈良市南京終町一丁

目25-1 

リハビリテーション科・

内科（肢体不自由） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 177号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

8月27日 
藤本 憲太 奈良県総合医療センター 

奈良市七条西町二丁

目897-5 

脳神経外科（肢体不自

由） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 178号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

     奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

9月1日 
菱矢 直邦 市立奈良病院 

奈良市東紀寺町一丁

目50番1号 

感染制御内科（ヒト免疫

不全ウイルスによる免

疫機能障害） 
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奈良市告示第 179号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和2年 

9月30日 
大寳 英矢 

奈良セントラル

病院 
奈良市石木町 800 整形外科（肢体不自由） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 180号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

     奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和3年 

3月29日 
星山 信男 

医療法人康仁会 

西の京病院 
奈良市六条町 102-1 

内科・呼吸器内科（呼吸器機能

障害） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 181号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和3年 

3月30日 
仁科 健 

奈良県総合医療

センター 

奈良市七条西町二丁目

897-5 
心臓血管外科（心臓機能障害） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 182号 

 身体障害者福祉法（昭和 24年法律第 283号）第15条第1項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良

市身体障害者福祉法施行細則（昭和 62年奈良市規則第29号）第 3条の規定により告示する。 

 令和 4年3月30日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目（障害名） 

令和3年 

3月30日 
有田 憲生 

医療法人社団生

和会ならまちリ

ハビリテーショ

ン病院 

奈良市杉ヶ町 57番1 

内科・リハビリテーション科

（聴覚障害、平衡機能障害、音

声・言語機能障害、そしゃく機

能障害） 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 183号 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成 17年法律第123号）第59条第1項に規定す

る指定自立支援医療機関として下記のとおり指定したので、同法第 69条第1号の規定に基づき告示する。 
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令和 4年3月30日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

指定年月日 医療機関名 所在地 開設者氏名 

令和3年 

3月1日 

クスリのアオキ 三

条大路店 

奈良市三条大路二丁目 1

番61号 

株式会社クスリのアオキ 

代表取締役 青木 宏憲 

令和3年 

3月1日 

プラス薬局 ならま

ち店 
奈良市瓦堂町15 

有限会社アポブレーンセンタ― 

代表取締役 齊田 良明 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市告示第 185号  

農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想を変更しましたので、農業経営基盤強化促進法第 6条第6項に基づき

公告し、当該変更後の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の写しを次のとおり縦覧に供します。 

 令和 4年3月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

 変更後の農業経営基盤の強化の促進に関する基本構想の縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番1号 

 奈良市役所 観光経済部農政課 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 186号 

 森林法（昭和 26年法律第 249号）第 10条の 6第 2項及び第 3項の規定により奈良市森林整備計画を変更したの

で、同条第 4項において準用する同法第 10条の5第10項の規定により、当該森林整備計画を閲覧に供します。 

令和 4年3月31日 

                         奈良市長 仲 川 元 庸  

1 閲覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 観光経済部農政課 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 188号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第54条の2第1項の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定したので、同法第 55条の3の規定により告示する。 

 令和 4年3月31日 

 奈良市長 仲 川 元 庸  

指定介護機関 

施設又は実施する事業の種類 指定年月日 
名称 所在地 

開設者 

名称 主たる事務所の所在地 

ケア21富雄 

奈良県奈良市富雄元町二丁目 6

番 48 号ライオンズプラザ富雄

210-1 

居宅 訪問介護 

訪問型サービス（独自） 

訪問型サービス（独自/定率） 

令和4年 

3月1日 

株式会社ケア21 
大阪府大阪市北区堂島二丁目 2

番2号 

楽 
奈良県奈良市古市町 1400番地 3

号 
地域密着型通所介護 

通所型サービス（独自） 

令和4年 

3月1日 
一般社団法人空 奈良県奈良市角振新屋町 8番地 

（令和 4年3月31日掲示済） 
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奈良市告示第 189号 

 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）第 55条第 1項の規定により、施術者の指定をしたので、同法第 55条の 3

の規定により告示する。 

 令和 4年3月31日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

指定施術者の氏名 
施術の種類 指定年月日 

施術所の名称 施術所の所在地 

井元 英晴 

柔道整復 
令和4年 

3月1日 寿楽鍼灸整骨院 
奈良県奈良市西大寺国見町一丁

目2番9号 

井元 英晴 

はり・きゅう 
令和4年 

3月1日 寿楽鍼灸整骨院 
奈良県奈良市西大寺国見町一丁

目2番9号 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 190号 

 景観法（平成 16年法律第 110号）第 9条第 8項において準用する同条第 6項の規定により、奈良市景観計画の変

更を告示し、当該景観計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

 令和 4年3月31日 

奈良市長 仲 川 元 庸  

1 景観計画の名称 

奈良市景観計画 

2 景観計画を定める土地の区域 

奈良市全域 

3 効力の発生する日 

 令和 4年7月1日  

4 縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 191号 

 なら・まほろば景観まちづくり条例（平成 2年奈良市条例第12号）第17条第1項の規定により、景観形成重点地

区に指定する。 

 令和 4年3月31日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 景観形成重点地区の名称 

 ならまち歴史的景観形成重点地区 

きたまち歴史的景観形成重点地区 

月ヶ瀬歴史的景観形成重点地区 

大宮通り沿道景観形成重点地区 

三条通り沿道景観形成重点地区 

一般国道 169号沿道景観形成重点地区 

(都)西九条佐保線沿道景観形成重点地区 

(都)大森高畑線沿道景観形成重点地区 

一般国道 24号沿道景観形成重点地区 
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主要地方道枚方大和郡山線沿道景観形成重点地区 

2 景観形成重点地区を定める土地の区域 

別紙図面のとおり 

3 指定年月日 

 令和 4年7月1日 

別紙省略 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 192号 

 なら・まほろば景観まちづくり条例（平成 2年奈良市条例第 12号）第10条第3項において準用する第 9条第6項

の規定により、都市景観形成基準の廃止を告示し、関係図書を公衆の縦覧に供する。 

 令和 4年3月31日 

  奈良市長 仲 川 元 庸  

1 廃止に係る都市景観形成基準の名称 

 奈良町都市景観形成基準 

2 廃止に係る都市景観形成基準の土地の区域 

 奈良町都市景観形成地区の全区域 

3 効力の発生する日 

 令和 4年7月1日  

4 縦覧場所 

 奈良市二条大路南一丁目1番 1号 

奈良市役所 都市整備部 都市計画課 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市告示第 196号 

 地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 260条の 2第 11項の規定により地縁団体奈保町自治会から告示した事項

の変更の届出があったので、同条第 10項の規定により次のとおり告示する。 

 令和 4年3月31日 

    奈良市長 仲 川 元 庸  

1 変更があった事項及びその内容 

2 変更の年月日 

 令和 4年 3月 13日 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

監   査 

奈良市監査委員告示第 2号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第242条第1項の規定に基づく住民監査請求に係る監査結果を、同条第5

項の規定により通知したので、次のとおり公表します。 

令和 4年3月28日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

奈監第82号 

変 更 事 項 変  更  前 変  更  後 

代表者の氏名 

及 び 住 所  

谷奥 賢治 

奈良市奈保町 4番 11号 

豊田 基城 

奈良市奈保町 14番 1号 
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令和4年3月24日 

請求人 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

奈良市職員措置請求の監査結果について（通知） 

令和 4年1月28日付けで提出のあった奈良市職員措置請求書（以下「本件住民監査請求」という。）に係る監査の

結果については、地方自治法（昭和 22年法律第67号）第242条第5項の規定に基づき、及び併せて請求のあった個

別外部監査契約に基づく監査に関する決定については、同法第 252条の 43第 9項の規定に基づき、その内容を次の

とおり通知します。 

第1 請求の受付 

1 請求の要旨 

 請求人が請求している要旨は、次のとおりである。 

なお、内容については、職員措置請求書に記載の内容を、原則として原文のまま記載している。 

奈良市職員措置請求書 

奈良市長及び職員に関する措置請求の要旨 

1 請求の要旨 

⑴ 奈良市環境清美工場の焼却施設において、焼却後の煤塵から基準を超えるダイオキシン類が検出された

ことから焼却炉の稼働を停止せざるを得なくなったことから、令和 3年8月31日、焼却場一般廃棄物の

運搬処分業務を大栄環境株式会社他 7社と、委託契約を締結した。（甲 1） 

⑵ 請求人は、環境清美工場への情報公開請求で取得した公文書及び当該所属職員からの聴き取りを行った

ところ、当該契約は、焼却炉の停止を災害等として、災害廃棄物等にかかる基本協定に基づき、地方自治

法施行令第 167条の 2第 1項第 5号（緊急の必要により競争入札ができないとき）を根拠に特命随意契

約が締結されている。 

⑶ 当該特命随意契約の違法または不当について述べる。 

  ⑵で述べたとおり、当該特命随意契約は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第5号を根拠に締結さ

れているが、当該条項に規定されている「緊急の必要により競争入札ができないとき」とは、天災地変等

の予見不可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合であるとされ

ている（大阪地裁平成 29年5月19日判決）。（甲 2） 

  令和 3年 9月 28日市議会予算決算委員会において市長が「平成 12年 1月 14日以前に建設された焼却

炉なので、基本的には薬剤処理をして固化したものは（ダイオキシン類規制）基準の対象とはならないと

いうのが大前提である。そういった意味において、これまで安定的に受け入れてもらっていたが、今回そ

の程度を超えるダイオキシン類が検出されたと言うことで、改善の要請があった」と答弁（甲 3）してい

る。大阪フェニックスセンターの資料（甲 4）によると、確かに平成 12年1月 15日において既に設置さ

れている焼却炉から排出されるばいじん及び焼却灰については、薬剤処理等を行う限り受入基準は適用

しないとしていたが、平成 27年度から著しく高い値の場合は所管行政庁又は排出事業者に対し、適正な

維持管理を行うよう依頼するとされていることから、奈良市の焼却炉から排出され薬剤処理されていた

とする焼却灰については、以前から基準値をこえており、今回著しく高い値が示されたこととなる。 

  過去に数回ダイオキシン類発生抑制のための修理が行われているが、法の適用がないということから、

基準値（3ng-TEQ/g）以下に下げようという意識もなく漫然と修理を行っていたのではないかと思慮され

る。 

  かかることから、ダイオキシン類の基準値以上の排出が行われていたことを認識しており、今回著しく

高い値が示されたことを考え合わせると予見不可能な事件ということはできないのであります。 

  以上のことから当該契約は、地方自治法施行令第 167条の2第1項第5号の要件に該当せず、同号を根

拠とした契約は違法又は不当な契約と言わざるを得ないのであります。 

⑷ 契約金額について、不当な額であることについて述べる。 

  担当者は、大栄環境株式会社他 7社を選択し、相見積を徴求するでもなく、他の参考金額（例えば、 
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公共工事設計労務単価等（甲 5））を参考とすることなく、相手方の言いなりの高額な金額で契約している。 

  契約金額は、例えば、重機オペレーターについては、1日当たり24,000円、一般作業員 1日当たり21,000

円、車両管理誘導作業員 1日当たり21,000円となっているが、設計金額では、21,200円であるが、公共

工事設計労務単価表によれば、1日当たり、それぞれ 21,200円、19,100円、14,100円となっている。 

  また、運搬費に関しても、金額を精査したのかどうか疑問である。例えば、清美工場からと木津川市石

塚一般廃棄物積替基地から、クリーンセンターかしはらへの運搬費が、10ｔ車 1 台当たり 26,500 円と

30,000 円となっているが、両者の距離の差は 4 ㎞足らずであり、この差は納得できない。さらに、バッ

クホウのリース代これの回送費等々、枚挙にきりがない。 

  さらに、今回の契約については、当初から大栄環境グループありきであったのではないか疑念を抱かせ

るものであります。 

  正当・公平な手続きの下で行われた場合に比べて奈良市の支出が過大となった恐れがあります。 

  以上のことから、今回かかる違法・不当な契約を締結した責任の所在を明確にするとともに、今後違法・

不当な契約が締結されないよう必要な措置を速やかに講ずべきことを市長及び市職員に勧告することを

求めるものである。 

⑸ 個別外部監査契約に基づく監査の請求 

  監査委員4名のうち 2名は、議会選出委員であるが、当該契約にかかる補正予算について、去る 9月議

会において、賛成していることから、公正・厳正な監査を期待することができない。 

  そこで、本件監査請求にかかる監査については、監査委員の監査に代えて個別監査契約に基づく監査に

よることを求める。 

2 事実証明書 

 ⑴ 甲1 委託契約書 

 ⑵ 甲2 大阪地方裁判所平成 29年5月19日判決 平成25年行ウ第162号 

 ⑶ 甲3 令和3年9月28日奈良市議会予算決算委員会議事録（請求人が議会録画から作成） 

 ⑷ 甲4 大阪フェニックスセンター「参考資料」 

 ⑸ 甲5 令和3年3月から適用する公共工事設計労務単価表 

3 請求の受理 

本件住民監査請求は、令和4年2月7日に要件審査を行った結果、地方自治法第 242条第1項の規定による要

件を満たしているものと認め、これを受理した。 

第2 監査の実施 

1 監査対象事項 

環境清美工場の焼却炉停止に伴う一般廃棄物運搬処分業務委託に係る随意契約（以下「本件委託契約」という。

について、次の3点を監査対象とした。 

⑴ 本件委託契約の締結に当たり、地方自治法施行令（昭和 22年政令第16号）第 167条の2第1項第5号の規

定に基づく随意契約（以下「5号随契」という。）を選択したことが、違法又は不当な行為に当たるか否か 

⑵ 本件委託契約の相手方の選定方法に不当な手続があったか否か 

⑶ 本件委託契約の契約金額が不当に高額であったか否か 

2 監査対象部局 

 環境部環境清美工場 

3 請求人による証拠の提出及び陳述 

地方自治法第 242条第 7項の規定により請求人に証拠の提出及び陳述の機会を設け、令和 4年 2月 22日に陳

述の聴取を行った。なお、新たな証拠の提出はなかった。 

4 関係職員の陳述 

令和4年2月22日に環境部長、環境清美工場長、環境清美工場総務係長に対し、陳述の聴取を行った。 

第3 監査の結果  

1 主文 

  本件住民監査請求を棄却する。 

2 事実関係 

⑴ 環境清美工場の焼却炉停止に伴う一般廃棄物の処理に係る事案（以下「本件事案」という。）に関する経緯 
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日 付 事  項 備  考 

令和3年8月17日 ・大阪湾広域臨海環境整備センター（大阪湾フ

ェニックスセンター）からの通知を受領。そ

の通知内容は、環境清美工場が排出したばい

じん処理物から 17ng-TEQ/g のダイオキシン

類が検出されたことを受け、焼却施設の適正

な維持管理を求める、というもの 

・焼却炉を稼働させながら原因究

明及び修繕を実施するため、他

の自治体でのばいじん処理物の

処分ができないか検討 

令和3年8月18日 ・熱分解装置の点検整備を依頼 

・環境清美工場において熱分解処理後の検 体

を採取し、分析を依頼 

・災害廃棄物等の処理に関する基本協定を締結

している事業者及びばいじん処理物の処分

が可能な事業者並びに関係自治体との相談

を開始 

 

令和3年8月23日 ・採取した検体のダイオキシン類含有量が

64ng-TEQ/gであったことが判明したため、焼

却炉を全炉停止 

・熱分解装置等の点検・整備・補修作業を開始 

・熱分解装置等の点検・整備内容 

8/23～24 熱分解装置の点検・清

掃・部品交換 

8/26 灰固化混錬装置の清掃 

8/28～9/2 熱分解装置の分解清

掃・灰バンカの清掃 

令和3年8月24日 ・採取した検体から想定以上のダイオキシン類

が検出されたため、焼却炉を稼働させながら

ばいじん処理物の処分のみ委託する方法を

断念 

・ごみ処理の全部を区域外処理で

行う方向に方針を変更 

 

令和3年8月25日 ・他の自治体における区域外処理について調整

を開始 

 

令和3年8月30日 ・ごみ貯留量がピット容量の限界を超えたた

め、プラットホームへの貯留を開始 

・区域外処理に関する構想がまとまったため、

災害廃棄物等の処理に関する基本協定を締

結している事業者に、参考見積りの提出を求

める。 

 

令和3年8月31日 ・大栄環境株式会社他7社とごみの運搬処分委

託に関する契約を締結 

・区域外処理を行うため、大和郡山市及びクリ

ーンステージ株式会社へのごみの搬出を開

始 

・契約方法は 5号随契 

令和3年9月1日 ・橿原市への搬出を開始  

令和3年9月2日 ・木津川市への搬出を開始  

令和3年9月3日 ・枚方市及び生駒市への搬出を開始  

令和3年9月3日 ～

6日 

・検体採取のための試運転を実施  

令和3年9月6日 ・三重中央開発株式会社への搬出を開始 

・熱処理後の灰及び煙突から排出する排気ガス

の検体を採取 

 

令和3年9月9日 ・検査の結果、灰及び排気ガスが無害化できて

いることを確認 
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令和3年9月11日 ・焼却炉(1号炉)の稼働を再開  

令和3年9月17日 ・焼却炉の運転再開後に生成されたばいじん処

理物のダイオキシン類濃度が、3ng-TEQ/g 以

下で推移していることを確認 

・ばいじん処理物のダイオキシ 

ン類測定結果 

 採取 9/13  3.0 ng-TEQ/g 

採取 9/14   1.2 ng-TEQ/g  

令和3年9月18日 ・焼却炉(4号炉)の稼働を再開  

令和3年9月29日 ・大阪湾広域臨海環境整備センターへのばいじ

ん処理物の搬出を再開 

 

令和3年10月1日 ・平常時のごみ処理に移行  

⑵ 本件委託契約の締結に当たり、5号随契を選択したことが、違法又は不当な行為に当たるか否かについて確

認した事実 

ア 過去 3 年度分のダイオキシン類の測定検査の結果を確認したところ、平成 30 年 5 月 25 日検査分から

3.2ng-TEQ/gのダイオキシン類が検出されていたものの、その後行われた計 12回の検査結果は、いずれもダ

イオキシン類対策特別措置法（平成 11 年法律第 105 号）及び廃棄物焼却炉に係るばいじん等に含まれるダ

イオキシン類の量の基準及び測定の方法に関する省令（平成 12 年厚生省令第 1 号）に定める基準値（3ng-

TEQ/g）以下で推移していた。 

【ばいじん処理物ダイオキシン類濃度測定結果】          単位：ng-TEQ/g 

平成30年度 採取日 30.5.25 30.10.2 30.10.26 31.1.31 

試験結果 3.2 1.3 0.84 2.0 

令和元年度 採取日 1.5.21 1.8.2 2.1.6 2.1.31 

試験結果 2.5 1.1 2.3 1.2 

令和2年度 採取日 2.6.18 2.8.27 2.11.12 3.1.25 

試験結果 1.1 2.0 2.2 2.2 

令和3年度 採取日 3.5.21 3.8.18   

試験結果 0.77 64.0   
 

イ 高濃度のダイオキシン類が検出された原因は、焼却炉に附属する熱分解装置内の温度制御用ヒーター電

力調整ユニット（サイリスタ）に不具合が発生したためであった。同設備については、直近では令和 3 年

1月に定期点検整備を行っており、特に異常は認められていなかった。 

【熱分解設備 点検整備報告書】 

実施年月：令和3年1月 

点検結果：加熱脱塩素化処理機のヒーターの点検について 

      「ヒーターをテスターにて欠相箇所が無いか点検しました。欠相箇所は無く、 

      全数の抵抗値が 28MΩとバラツキもなく均等であることを確認しました。」 

ウ 環境清美工場の焼却炉は、ダイオキシン類対策特別措置法施行日の前日である平成 12 年 1月 14 日まで

に設置された既設施設である。このため、発生したばいじんについて、セメント固化、薬剤処理又は酸抽

出処理を行っている限りにおいて、前述基準値の適用を直接的に受けることはないことから、環境清美工

場では薬剤処理を施した上で搬出していた。 

【ばいじん等の基準値について】 

 ダイオキシン類対策特別措置法第 24条、平成12年厚生省令第 1号 

新設施設に係る基準 既設施設に係る基準 

平成12年1月15日～ ～平成14年11月30日 平成 14年12月1日～ 

3ng-TEQ/g 基準の適用猶予 3ng-TEQ/g（注） 

（注）セメント固化、薬剤処理又は酸抽出処理を行っているものについては、基準を適用しない。 

（平成15年環境省令第2号） 
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エ 本件事案の発生により焼却炉の運転を緊急停止したため、環境清美工場に搬入されたごみの処理ができ

なくなり、貯留されたごみから著しい悪臭が発生していた。これにより近隣住民から多数の苦情が寄せら

れるとともに、病害虫の発生等による公衆衛生への影響が懸念される状態となっていた。 

オ 令和3年8月30日にはごみピットが満杯となり、当日からプラットホームへのごみの貯留が開始されて

いた。 

カ 焼却処理が再開できなかった場合、市内全域から収集されるごみを工場内で貯留しきれなくなり、最悪の

場合、ごみの収集業務を停止せざるを得ない事態が想定される状況であった。 

キ 通常、市が競争入札を実施した場合、公告・質疑応答・審査・通知・入開札・契約等の手続におおむね 1

か月半の時間を要する。 

ク 5号随契に関する法令規定及び市の運用方針は、次表のとおりである。 

【地方自治法施行令（抄）】 

第 167条の 2 地方自治法第 234条第 2項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げ

る場合とする。 

五 緊急の必要により競争入札に付することができないとき。 

【奈良市随意契約ガイドライン（抄）】 

（5号関係） 

緊急の必要は、災害、事故等が原因で住民等の生命等に重大な影響を及ぼす場合に即座に対応しなけれ

ばならない場合において認められる。予見不可能又は予見可能となったのがその発生の直前であった故に、

競争入札に付すことができない場合として、随意契約によることができる。 

[物品購入・業務委託等] 

緊急に調達しなければならない物品又は役務等について、競争入札に付する時間的な余裕がないとき。 

（例1 災害） 災害の不測の事態により、住民の生命等の維持のため緊急に必要な物品等を調達するとき。 

（例2 事故） システム障害等緊急に復旧しなければ、市民や市民生活に多大な損害や又は利便性の低下

が生じるとき。 

（例3 施設等の経年劣化） 応急処置等を講ずれば市民等の安全と入札執行までの時間を確保できる場合

を除き、住民等の生命（大けがを含む）に影響があるとき。例えば施設の定期点検により発見された経年

劣化による故障等の修繕 

⑶ 本件委託契約の相手方の選定方法に不当な手続があったか否かについて確認した事実 

ア 本件委託契約に係る業務（以下「本件委託業務」という。）の遂行にあたっては、積込み・運搬・中間処

理・最終処分を一括して行える能力を有するとともに、これらの業務を総合的に、かつ、早急にマネジメ

ントできる組織力と調整力を有する事業者を選定する必要があった。加えて、自社及び提携会社との調整

だけでなく、ごみを受け入れる他の自治体との調整を任せられるだけの能力を有していることも事業者選

定の要件であった。 

イ 特に今回の緊急事案を速やかに解決するため、直ちに人員及び運搬・作業車両等を準備でき、併せて早

急に作業計画を作成できる事業者の選定が急務であった。 

ウ 本件委託契約に係る受託事業者（以下「本件受託事業者」という。）は、他の自治体における災害廃棄物

の取扱いに関して豊富な実績があり、140を超える自治体及び一部事務組合と災害廃棄物等の処理に関す

る協定を締結するなど、前述の能力を有する希少な事業者として各自治体から認知されていた。 

【本件受託事業者に係る災害廃棄物処理実績】 

・対応事案：阪神・淡路大震災、紀伊半島水害、熊本大震災、西日本豪雨等 

・災害廃棄物等に関する協定：大阪府和泉市、兵庫県伊丹市、和歌山県御坊市、京都府木津川市、滋賀県

彦根市等、おおよそ140を超える自治体（一部事務組合を含む。）と協定を締結 

エ 本件受託事業者は、令和2年10月1日に市が締結した災害廃棄物等の処理に関する基本協定（以下「基

本協定」という。）の相手方であり、この基本協定において「災害廃棄物等」とは、「地震等災害の発生に

より生じた廃棄物、並びに市および市の関連する一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測の事態に

より停止した場合に処理が困難となった廃棄物」であると定義付けされている。 
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【災害廃棄物等の処理に関する基本協定書（抄）】（「甲」は市、「乙」は事業者を指す。） 

第 1条 本協定書は、奈良市内において不測の事態が発生した場合における災害廃棄物等の処理に関し、

甲が乙に協力を要請するに当たって必要な事項を定めるとともに、不測の事態に備えて日ごろから甲乙

間で情報共有を図っていくことを目的とする。尚、乙は必要に応じて大栄環境グループ各社、並びに乙

が指名する提携会社と協力して本協定書の実施に当たるものとする。 

第 2条 本協定書において「災害廃棄物等」とは、地震等災害の発生により生じた廃棄物、並びに甲およ

び甲の関連する一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測の事態により停止した場合に処理が困難

となった廃棄物をいう。 

⑷ 本件委託契約の契約金額が不当に高額であったか否かについて確認した事実 

ア 本件委託業務については類似の業務が他に存在しない。このため本件受託事業者は、国土交通省が示す

「公共工事設計労務単価表」を参考にして人件費の契約単価を算出しており、市も同表に基づいて確認作

業を行った。 

イ 国土交通省が示す「公共工事設計労務単価表」に記載されている労務単価及び同省が公表している「建

設労働者等の雇用に伴う必要経費を含む金額の参考公表」を踏まえた人件費総額並びに本件委託契約に係

る人件費単価は次表のとおりであった。 

【職種ごとの人件費比較】 

単位：円/日（税抜き） 

職 

種 

国土交通省 運転手（特殊） 普通作業員 交通誘導警備員 

本件委託契約 重機オペレーター 作業員 車両管理誘導作業員 

公共工事設計労務単価 21,200 19,100 14,100 

公共工事設計労務単価 

＋必要経費 
29,800 26,900 19,800 

本件委託契約単価 24,000 21,000 21,000 

・表中の必要経費とは、その他人件費として認められている福利厚生費等（労務単価の 23％）及び 

現場作業に係る経費（労務単価の 18％）  

・当該経費は、公共工事設計において、共通仮設費や現場管理費等に算入される。 

ウ 重機オペレーターについては、ピット内で満杯となったごみを狭いゲートを通して引っ張り出すという、

通常では想定されない難易度の高い作業も行っていた。 

エ 車両管理誘導作業員については、枚方市東部清掃工場及びクリーンセンターかしはらでの搬入立会や車

両の高さ及び重量の管理、各施設との搬入スケジュールに関する連絡調整等を行っており、単なる交通誘

導作業のみを行っていたものではなかった。 

オ ごみの積込み運搬作業について、環境清美工場においてはパッカー車が次々と下ろすごみを順次重機で

積み込んでいたのに対し、木津川市石塚一般廃棄物積替基地においてはパッカー車からコンテナに直接ご

みを投入していたため、積込み作業を 1台ごとに入れ替えながら行う必要があった。また、木津川市石塚

一般廃棄物積替基地については、もともと搬入台数自体が少なかったこともあり、一定量のごみが溜まる

までの待機時間が環境清美工場よりも長くなっていた。このため、運搬車 1 台当たりの単価が割高とな

り、結果的に施設ごとの単価に差が生じていた。 

【10tコンテナ車運搬費比較】 

単位：円/台（税抜き） 

 環境清美工場からクリーンセンターかし

はらまで 

木津川市石塚一般廃棄物積替基地からクリーン

センターかしはらまで 

契約単価 26,500 30,000 
 

カ 本件委託業務で使用された主な重機の契約単価は、次表のとおりであった。一方、環境清美工場では、他

の業務に使用する類似重機に装着するアタッチメントのみのリース見積りを別会社に依頼しており、その

見積額は次表のとおりであった。 
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【重機の契約単価（月額、税抜き）】 

0.45㎥バックホウ 

環境清美工場内 

0.7㎥バックホウ 

環境清美工場内 

0.45㎥バックホウ 

木津川市石塚一般廃棄物

積替基地内 

0.7㎥バックホウ 

奈良阪処分地内 

398,000円 476,000円 398,000円 435,000円 

【パワーショベル用アタッチメント賃貸借料 見積り（月額、税抜き）】 

0.45㎥クラス油圧パワーショベル用 

ストレンジャーバケット 

336,000円 
 

3 監査委員の判断 

⑴ 本件委託契約の締結に当たり、5 号随契を選択したことが、違法又は不当な行為に当たるか否かについて

の判断 

請求人は、市が以前から環境清美工場の排出するばいじん及び焼却灰に基準値を超えるダイオキシン類

が含まれていることを認識していたにもかかわらず、法の適用がないということから、基準値（3ng-TEQ/g）

以下に下げようという意識もなく、根本的な解決がなされない修理を漫然と継続していたと考えられ、今回

著しく高い値が示されたことについても予見不可能な事件ということはできないと主張している。また、そ

もそも5号随契の適用要件となる「緊急の必要により競争入札ができないとき」とは、天災地変等の予見不

可能な非常緊急の事態が発生したことにより競争入札に付するいとまがない場合であるとされていること

から、本件委託契約については、予見可能であったという点で 5号随契の要件に該当せず、したがって本件

委託契約は、違法又は不当な契約に当たると主張している。 

このような主張を踏まえて監査委員は、本件委託契約を 5 号随契としたことの是非について検討し、次の

とおり判断した。 

環境清美工場では、事実関係⑵ウで確認したようにダイオキシン類の飛散・流出を防止するための措置を

講じていた。さらに、事実関係⑵アで確認したように、年に 4回のダイオキシン類等の測定検査を行い、過

去3年度間においておおむね基準値内の数値で推移していることを確認していた。また、事実関係⑵イで確

認したように、環境清美工場では年に 1回、設備の定期点検整備を実施しており、直近の点検の際にも異常

がないことを確認していた。以上のように本件事案は、必要な措置を講じていたにもかかわらず発生したも

のであり、市が本件事案の発生を予見することは困難であったと認められる。 

加えて、本件事案は事実関係⑵エ及びカにもあるように公衆衛生の維持を困難なものとし、市民の健康を

害するだけでなく、その生活にも重大な影響を及ぼすおそれがあった事案であり、直ちに解決のための手段

を講じる必要があった。このため、仮に競争入札の手続を採った場合、事実関係⑵キで確認したようにおお

むね1か月半の時間が必要であったことを考えると、本件事案について競争入札の方法を採ることはできな

かったと考えられる。したがって本件事案を早期解決するために、5 号随契を締結したことは違法又は不当

とはいえない。 

⑵ 本件委託契約の相手方の選定方法に不当な手続があったか否かについての判断 

請求人は、市が相見積りの手続さえ行わず、大栄環境株式会社他7社を選択していることを指摘した上で、

当初から大栄環境グループありきで事業者選定を進めたのではないかと主張している。その上で、そのよう

な事業者の選定方法は、他の事業者の参入を疎外する不公平な方法であると述べている。 

このような主張を踏まえて監査委員は、事業者選定に係る手続の妥当性を検討し、次のとおり判断した。 

本件事案においては、事実関係⑵オで確認したように、令和 3年 8月 30日には、収集されてきたごみが

ピット内で貯留しきれなくなり、プラットホームにまであふれだす状態となっていた。また、事実関係⑵エ

のとおり、処理されず貯留されたごみから著しい悪臭が発生し、近隣住民から苦情が殺到していた。このた

め、本件事案を速やかに解決する必要があったことから、事実関係⑶ア及びイにあるように、直ちに人員及

び運搬・作業車両等を準備でき、併せて早急に作業計画を作成できる事業者を選定することが急務であった

といえる。また、事業者の選定に当たっては、単に人員及び運搬・作業車両等を調達できるだけでなく、積

込み・運搬・中間処理・最終処分を一括して行える能力を有するとともに、これらの業務を総合的に、かつ、
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早急にマネジメントできる組織力と調整力を有する事業者を選定する必要があったと考えられる。 

これに対して本件受託事業者は、事実関係⑶ウにあるように、これらの能力を有する希少な事業者として

各自治体から認知されている事業者であり、市においても事実関係⑶エのとおり、基本協定を締結している

事業者であった。 

基本協定には「『災害廃棄物等』とは、地震等災害の発生により生じた廃棄物、並びに市および市の関連す

る一般廃棄物処理施設等が地震等災害または不測の事態により停止した場合に処理が困難となった廃棄物

をいう。」と定義付けされていることから、市は本件事案のような不測の事態に備えて基本協定を締結して

いたものと考えられる。 

以上のことから、市が本件受託事業者を選定したことに不適切な点はなく、むしろ基本協定を締結してい

た事業者であったが故に、本件事案の解決までの時間を短縮できたともいえる。したがって本件委託契約の

相手方の選定に際して不当な手続があったとは認められない。 

⑶ 本件委託契約の契約金額が不当に高額であったか否かについての判断 

請求人は、市が本件委託契約の相手先として大栄環境株式会社他 7社を選択し、相見積りを徴求すること

なく、また、他の参考金額（例えば、公共工事設計労務単価等）を参考にすることさえ行わず、契約相手方

の言いなりの金額で契約しているとし、その結果、本件委託契約の額が正当・公正な手続を行った場合と比

べて過大なものになったおそれがあると主張している。 

具体的には、本件委託契約における人件費単価が、重機オペレーター1日当たり 24,000円、作業員1日当

たり21,000円、車両管理誘導作業員 1日当たり21,000円と設定されているのに対し、公共工事設計労務単

価表ではそれぞれ1日当たり 21,200円、19,100円、14,100円に設定されていることを指摘している。 

また、運搬費に関しても、例えば、環境清美工場からクリーンセンターかしはらまでと、木津川市石塚一

般廃棄物積替基地から同所までの運搬費が、それぞれ 10ｔ車1台当たり26,500円と30,000円となっている

が、両者の距離の差は 4㎞足らずであり、その単価設定について適切な検証が行われたのかどうか疑問が残

るとしている。さらに重機の単価等についても、同様に適切な精査が行われたのかどうか疑念を抱かざるを

得ないと述べている。 

このような主張を踏まえて監査委員は、本件委託契約の単価額の妥当性について検討し、次のように判断

した。 

人件費の考え方については、本件委託契約で求められる業務内容が「公共工事設計労務単価表」で想定さ

れている業務内容と異なるため、項目によっては同表の単価をそのまま当てはめることは適当でないと考え

られる。しかし、他に参考となる根拠がなかったため、本件受託事業者及び市は、事実関係⑷アで確認した

ように、同表の単価を参考にしつつ総合的に判断して単価を設定したものと推察される。 

このため、本件委託契約の単価と「公共工事設計労務単価表」の単価を比較してみると、請求人が主張す

るように、一見本件委託契約の単価の方が高額であるかに見える。しかし、事実関係⑷イのとおり、通常、

公共工事の設計を行う際は、その他人件費として福利厚生費等（労務単価の23％）や現場作業に係る経費（労

務単価の18％）を、共通仮設費や現場管理費、一般管理費等に算入することとされており、これらの経費を

加えた人件費総額との比較においては、本件委託契約の単価の方がむしろ安価な設定になっていたと考えら

れる。 

なお、車両管理誘導作業員の契約単価については、公共工事の人件費総額と比べても高額な設定となって

いるが、これは、事実関係⑷エで確認したように、その業務内容が単なる交通誘導作業だけでなく、車両の

管理や搬入スケジュールの調整にまで及んでいたことを考えると、必ずしも妥当性を欠く設定とはいえない。 

続いて、運搬及び重機の単価についても参考となる業務が存在しないため適正価格の検証が困難ではある

が、重機単価については、事実関係⑷カで確認したアタッチメントのみのリース料を参考にする限りにおい

ては、比較的安価な設定であったと考えられる。また、環境清美工場と木津川市石塚一般廃棄物積替基地で

運搬費用が異なることについては、事実関係⑷オで確認したとおり、木津川市石塚一般廃棄物積替基地の方

が、待機時間が長かったことから単価に差が生じたものであり、特に不合理な点はないと考えられる。 

本件委託業務については、他に比較できる業務が存在せず、また、請求人が主張するように相見積りも取

られていないため、その契約単価が適正価格といえるかどうか断定できない面はある。しかし、これまで検

証したとおり、本件委託契約の単価は他の参考金額と比べて安価と考えられる部分もあることから、本件委

託契約が市に過大な負担を与えたおそれは低いと推察される。また、業務委託契約の締結に当たっては、5
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号随契を選択する限り相見積りを徴取する必要がないため、手続上においても不備があったとはいえない。 

加えて、本件委託契約は、そもそも市民の健康や生活に重大な影響を及ぼすおそれのある緊急事案を速や

かに解決するために行われたものであり、その点から考えても今回設定された契約単価が不当に高額であっ

たとは認められない。 

以上、⑴⑵⑶のとおり、本件住民監査請求には理由がないと判断し、主文のとおり決定する。 

第4 個別外部監査契約に基づく監査の請求について 

請求人は、監査委員4名のうち 2名は議会選出委員であり、同委員が本件委託契約にかかる補正予算案について

令和 3年9月議会において賛成していることから、本件住民監査請求について公正・厳正な監査を期待することが

できないとし、個別外部監査契約に基づく監査を求めた。 

この請求に対して監査委員は、次のとおり判断した。 

監査委員には、常に公正不偏の態度を保持して監査を行う義務があるのであって、請求人の主張する理由をもっ

て本件住民監査請求の監査が公正・厳正に行えないと認めることはできない。したがって個別外部監査契約に基づ

く監査は行わないものと決定した。 

なお、地方自治法第199条の 2の規定により、監査委員が監査執行上除斥されるのは、一身上に関する事件又は

従事する業務に直接の利害関係がある場合に限られることを申し添える。 

（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 3号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 252条の 38第 6項の規定により、包括外部監査の結果に基づき措置を講

じた旨の通知があったので、別添のとおり公表します。 

令和 4年3月28日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

奈総法第319号 

令和4年3月25日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一 様 

同       中 本   勝 様 

同       塚 本   勝 様 

同       森 岡 弘 之 様 

                       

奈良市長 仲 川 元 庸  

包括外部監査の結果に対する措置状況について（通知） 

 奈良市包括外部監査人より提出があった「包括外部監査の結果報告書」について、地方自治法（昭和 22 年法律第

67号）第252条の38第6項の規定に基づき、当該監査の結果に対する措置状況を別紙のとおり通知します。 

平成23年度包括外部監査「公有財産（不動産）に係る事務執行について」の結果に対する措置状況について 

Ⅴ．公有財産の管理に関する監査結果 

3．公有財産の管理に関する個別検討結果 

（3）個別検討結果 

㊲横井町事業用地 

（イ）監査の結果及び意見 

（共生社会推進課） 

【監査結果】 

不法占拠の状態は解消されるべきである。 

【措置の内容】 

 不法占拠の把握のため、地元自治会や周辺住民に聞取り調査を行い、所有者の把握に努めましたが、所有者が判明

しませんでした。時間の経過で、植木鉢等が壊れて廃棄物同然となっており、危険防止のため、市で撤去します。 
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平成26年度包括外部監査「業務委託、工事、物品購入などの公共調達について」の結果に対する措置状況について 

Ⅳ．公共調達に関する個別結果及び意見 

8．環境部 

（3）環境清美工場 

・予定価格の積算方法の見直しについて 

（環境清美工場） 

【監査結果】 

上記委託契約に係る予定価格の算定においては、公益社団法人全国都市清掃会議が公表する「廃棄物処理施設点検

補修工事積算要領」（以下、「全都清工事積算要領」）をほぼ準用して作成した、「奈良市環境清美工場点検補修積算要

領書」（以下、「奈良市積算要領書」）を適用し、委託料（税抜き価格）が直接業務費、業務管理費、及び一般管理費

の各費目から構成されるものとしたうえで、各費目を積算集計して委託料総額を算出している。このうち、中心的な

費目である直接業務費は、使用する具体的な薬品等の材料費と保守点検費（保守点検に係る労務費）から構成されて

いる。 

保守点検費は「労務単価×基準人工×割増率×その他」として計算され、2週間点検、2か月点検、6か月点検を区

分して算定、集計されている。 

まず労務単価については、奈良市技術監理課が発している労務単価一覧の中から、「技師C」職種の労務単価を用い

ている。これは国土交通省が公表する設計業務委託等技術者単価の設計業務に係る技師Cをそのまま準用したもので

あり、環境清美工場は業務内容から当該単価を採用したとのことである。 

次に、基準人工について、2週間点検、2か月点検、6か月点検それぞれの基準人工、実績人工は以下のとおりであ

る。平成25年度において、2週間点検、2か月点検、6か月点検はそれぞれ22回、4回、2回実施されており、1回あたり

2人日である。（表省略） 

上記のとおり、基準人工と実績人工は大きく乖離している。この乖離は、環境清美工場では1回あたり4人日で計算

しているのに対し、実際には1回につき2人日で実施されていたことが原因である。そのため、基準人工が実績人工の

約2倍となっており、その分は予定価格が過大であったということである。環境清美工場によれば、1回あたり実績2

人日であることは把握していたが、1つの焼却炉あたり1人日、4つの焼却炉で4人日として過去から算定していたとの

ことであり、このように基準人工が実績人工を超過していることは認識していた模様である。 

また、割増率については、奈良市積算要領書を適用しており、当該作業割増率の適用基準は以下のとおりである。

（表省略） 

環境清美工場では、当該作業は上記基準のうち、「危険作業」、「作業工程上制約のある作業（複雑な制約がある作

業）」、「錯綜場所」が当てはまるとして、割増率0.9（＝0.2＋0.4＋0.3）を適用している。しかし、予定価格調書等

に当該事実の記載はなく、どの割増率が適用されているのか不明確である。また、複雑な制約がある作業として割増

率0.4を適用するには、上記制約条件のうち2つ以上を満たす必要があり、担当者によると「イ」と「ハ」を満たして

いるとのことであったが、当該業務が「イ」と「ハ」を満たしていると判断する根拠について、明確な回答はなかっ

た。 

さらに、「労務単価×基準人工×割増率×その他」の「その他」として、15％の割増しを適用している。これにつ

いては、保守点検に用いる計測機器等の損耗費として、奈良市積算要領書に定められた基準から機械設備工事の総合

調整費の（労）×（10～20％）の平均値の15％を引用したとのことである。上記の結果、割増率と合わせた乗数は2

倍を超えているが、分析計の保守点検にそれほどの危険が伴うのか、現在の環境清美工場の整備状況を勘案すれば疑

問である。また、2倍を超える倍率を乗じた結果の労務単価は、設計業務等技術者の最高ランクである主任技術者の

労務単価を超えており、下記の主任技術者の職種区分定義を参照すれば、これを超える労務単価は相対的に高すぎる

と考えられる。（表省略） 

そもそも業務内容が営繕的な工事ではないのに、公共建築工事積算基準の考え方に即した全都清工事積算要領を当

てはめたところに問題がある。公益社団法人全国都市清掃会議からは、全都清工事積算要領とは別に「廃棄物処理施

設維持管理業務積算要領」が平成17年度より刊行されており、同積算要領に準拠して積算をすべきである。同積算要

領の適用範囲については、「廃棄物処理施設の維持管理のうち、施設の保守点検、運転操作監視、庶務一般、計量・

投入監視業務に適用する。」とあり、焼却施設の定期点検についても明示的な記載がされている。 

労務単価としても、国土交通省の建築保全業務技術者労務単価を基準にして、本件委託業務に何らの資格が求めら

れていない実情を勘案すれば、保全技術員などの単価を採用するのが妥当ではないだろうか。（表省略） 
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上記のとおり、予定価格の積算に多くの課題が検出された。当該業務は2号随意契約で実施されており、価格に関

して競争性が働かない状況であることを勘案すると、予定価格を妥当な基準によって妥当な水準に積算する必要があ

る。そのためには、まず現在の奈良市積算要領書を抜本的に見直し、予定価格を構成するそれぞれの項目について、

それを適用した根拠を明確にするとともに、毎年度実績と比較することにより、適用した水準の妥当性について検証

する必要がある。 

特に予定価格の積算に係る基準人工の見積過大については看過しがたく、上に指摘した課題も踏まえて、今後の契

約のみならず過年度分の契約も含めて委託先との精算交渉にあたるべき事態と思料する。 

【措置の内容】 

 本契約の積算方法については、全都清工事積算要領を適用し、さらに内容を詳細にした「奈良市積算要領書」を作

成し、補修及び各種委託業務の積算に運用してきました。この中で本件の保守点検に係る労務費の労務単価について

は国土交通省から公表されている設計業務委託等技術者単価の「技師Ｃ」を用いて積算していました。 

 指摘後、本件の業務内容の見直しを行ったところ、「技師Ｃ」の職種が専門的な資格を有するのに対し、本業務で

は何らの資格を有することなく従事できるもので、内容がかけ離れていることを認識しました。現在は、別の積算基

準となる「建築保全業務積算基準」（国土交通省監修）に準拠し、国土交通省建築保全業務技術者労務単価の「保全

技術員」の労務単価を使用しています。 

 割増率については、特殊施工における場合として「全都清工事積算要領」により適時適用するものとして作業割増

を計上するものですが、適正な積算を行うため見直しを図り、錯綜場所は該当しない場合があるため除外しました。 

 奈良市積算要領書については、抜本的な見直しを行い、委託契約を含め、令和3年度に「奈良市環境清美工場施設

維持管理業務積算要領書」を作成しました。 

平成28年度包括外部監査「補助金、交付金及び負担金に係る事務の執行について」の結果に対する措置状況について 

Ⅱ．総論 

3．個別の監査結果を踏まえた全体的概観と意見 

・補助金等に関する検査について 

（財政課） 

【監査結果】 

（課題についての認識） 

補助金等については、財源が市民等からの公金である以上、交付対象者によって公益目的のため、かつ、不特定多

数の市民に事業の効果が及ぶように使用されなければならない。そのため、交付対象者に使途の適切性を証明するも

のとして、補助対象事業に関する事業報告や正確な収支報告を提出することが求められている。 

他方、補助金等を交付する自治体においては、事業計画を吟味（審査）することにより、本来、行政が行うべき施

策の一部を他のものに委ねるべきかどうかを判断する必要がある。また、公金が投入される以上、補助金等交付に関

する効果を検証しなければならず、交付対象者の活動をモニタリングすることはもちろんのこと、交付対象者から提

出される事業実施報告及び収支報告が正確であることを確認し、今後の事業のあり方や補助金等の交付の要否、金額

について検討することが求められる。 

しかしながら、市の各所管課への補助金等交付事務に関するヒアリングや関係資料を確認したところ、多くの課

で、交付先から提出される収支報告を通覧して 異常がないかを確認するのみで、収支報告を作成する基礎となった

活動や取引に関する帳簿書類や領収書等を確認することを行っていなかった。また実際、収支報告書は収入額と支出

額が一致していれば問題ないとしてその収支報告に疑問を持たずにそれ以上踏み込んだ検査を行わない職員は少なく

なく、交付対象となる経費支出が補助金等交付限度額を超過しているために問題ないと認識している例も見受けられ

た。 

このような現状では、補助金等交付の目的に反するような使用が行われていたとしても、把握できないリスクがあ

り、また、翌年度の補助金等の交付額の設定やあり方の検討が適切に実施できないリスクがある。結果として、改革

を真剣に進める気がなかったのではないかという疑念を抱かせる状況であり、行財政改革 全体に対する市の姿勢に

ついて市民が納得するとは想定できず、市としての信用を失墜しかねない事態であると考える。 

（改善に向けた提言） 

補助金等の見直しを着実に進める大前提として、また、市民に市の行財政改革に対する姿勢が本気であることを理

解してもらうため、所管課は、補助金等の交付先による補助金の使途及び収支報告が適正かについて検証することが

必要である。 
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この場合、補助金等交付先による経費支出のすべてについて、証拠書類を確認することは現実的ではないことは理

解できる。 

補助金等交付に関する検証にあたっては、サンプリングによる抜き取りチェックを基本とし、 

・金額的に重要な支出からの降順により事業費の一定の割合までカバーする範囲で、証拠書類を確認する。 

・使途の適正性に疑義が生じやすい支出については、金額の多寡にかかわらず証拠書類を確認する。 

・過去の交付において、必要性、補助等対象範囲及び終期の設定等に課題が認識された支出については、慎重に証

拠書類等を確認する。 

等の検証手続を実施することが効率的、かつ効果的であると考える。 

また、証拠書類を確認するのみではなく、行財政改革への取組みに関する説明責任を果たすため、どのような検証

を行ったのか記録することを徹底する必要がある。 

【措置の内容】 

補助金等交付先による経費支出の確認のため、サンプリングによる証拠書類の抜取りチェックを行い、検証した内

容を記録するよう全庁に周知しました。 

Ⅲ．補助金等に関する個別結果及び意見 

1．行政経営課 

（1）奈良市総合財団運営補助金 

③ 監査結果 

・中長期計画の策定について 

（財政課） 

【監査結果】 

補助金の支給額は、平成25年度48,948千円、平成26年度48,560千円、平成27年度73,427千円、平成28年度62,584千

円と平成27年度から大きく増加している。これは、総合財団の自主自立の体制を作るために、平成27年度に業務執行

理事として就任した市OBの人件費と、従来、当財団で指定管理業務を行っていた奈良市防災センターが平成26年に市

の直営となった際に、余剰となった人員3名分の人件費相当が増加したことに起因している。 

 市は、総合財団の自主自立の体制を構築のうえ、指定管理業務も公募化を進めたいという構想をもっている。その

ために人員を投入し、また、自立した法人として事業運営の担い手を養成していくとする考え方は理解できる。 

しかしながら、総合財団が自立化するための具体的目標が組み込まれた中長期的な経営計画は策定されていない。

総合財団が、自主自立を見据えて経営改善に取り組み、これを市として支援していくのであれば、達成すべき具体的

な目標数値と期限等を定めた中長期経営計画の提示を求め、その数値目標が達成できなければ、総合財団のあり方を

見直すことが必要と考える。 

具体的な目標と期限を定めなければ、事業成長のために増員した職員の人件費を市が補てんし続けることとなり、

7財団の統合により目指した「経営健全化」に反する状況が継続することとなりかねない。 

市として、今後の指定管理事業の公募化を見据えた中長期経営計画の提示を 総合財団に求め、実際の経営が当該計

画に沿って進捗しているかをモニタリングし続けていくことが必要不可欠と考える。 

【措置の内容】 

奈良市総合財団による中長期的な経営計画の策定を、令和4年度からを計画期間とする新たな行財政改革計画の中で

位置付けるとともに、進捗について予算編成過程を通じモニタリングしていきます。 

3．交通政策課 

（1）違法駐車等防止活動補助金 

② 監査結果 

・指導員の活動の実施確認について 

（危機管理課） 

【監査結果】 

上記の収支決算のとおり、市から支出された交付金は、指導員会ではそのほとんどが分会活動費として支出されて

いる。この分会活動費は、「奈良市交通安全指導員名簿」の人数に単価8,000円を乗じることにより算定される。この

分会活動費は、市から一旦指導員会に支出され、指導員会から各分会に名簿の人数に従って配分される。各分会で

は、指導員会からの活動費を各指導員に支給するか、あるいは分会全体の活動費に充てるかは、各分会の運用方法に

任せている。 
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市では、各分会の活動実績を各分会から活動報告書を入手することにより把握しているが、すべての活動結果につ

いて報告書を入手しているのではなく、重要な活動に限って報告書の提出を要求していた。また、活動報告書には、

実際に活動に参加した指導員の氏名が記載されているが、市では当該指導員の氏名と名簿との照合を行ってはいなか

った。このため、名簿に記載されている指導員のうち何名が実際に活動している指導員かどうかの把握もできていな

い。 

指導員会からは指導員の活動費として分会に支出しているが、仮に、分会が各指導員に8,000円を支給する運用方

法であれば、実際には活動していない指導員に活動費が交付されている可能性がある。 

公金が有効に利用されるよう、市は、どのような活動に対して活動費を交付するかを明確にする必要がある。各指

導員に活動費を交付する場合は、実際に活動している指導員がどれほどいるかを確認したうえで活動費を交付するよ

う改める必要がある。 

【措置の内容】 

令和元年度から、各分会に実施した交通安全の啓発活動について、活動を行った交通安全指導員の氏名を記載する

よう依頼し、提出を受けることで、活動内容を検証しています。活動内容の報告については、令和3年度から活動報

告書の様式を定め、活動参加者の氏名、違法駐車啓発台数等を各分会から毎月報告を受けることとしました。また、

提出を受けた活動報告書に基づき、実際に啓発活動に参加した指導員と名簿に記載されている指導員の照合を行いま

す。令和元年度に「奈良市交通安全指導員会事業交付金の交付及び執行に関する要領」を制定し、交付対象経費の明

確化を行いました。各分会の収支報告については、令和3年度より収支決算書の様式を定め、要領等に基づいた交付

金の適正支出及び公金の有効利用の観点から確認を行いました。 

4．月ヶ瀬行政センター地域振興課 

（1）月ヶ瀬ふるさと振興会補助金 

② 監査結果 

・補助対象事業に関する収支の確認について 

（月ヶ瀬行政センター地域振興課） 

【監査結果】 

 交付先から収支の報告を受けているが、収入に関する証拠書類を確認していない。 

 適切な補助金額がいくらであるのかを判断するため、収入が正しく報告されていることを証拠書類にて確認すると

ともに、実際に必要な支出額を交付先に報告させる必要がある。 

 公金が投入されている事業である以上、証拠書類等により使途を確認するとともに、使途に問題がないと判断する

に至った過程を記録し、市民に補助金交付に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

 月ヶ瀬ふるさと振興会に対し、定期的に収支に関する関係書類を提出させその都度地域振興課の職員が内容等確認

を行っています。 

（2）まちづくり振興事業補助金 

② 監査結果 

・補助対象経費の見直しについて 

（月ヶ瀬行政センター地域振興課） 

【監査結果】 

振興協議会が受け取る収入には、市からの補助金のみでなく、自治連合会からの体育祭助成金、マラソン大会の参

加料、マラソン協力金等の様々な収入がある。しかし、補助金交付要綱によると、補助金の額は補助対象経費の実支

出額及び予算の範囲内で決定されることから、予算の範囲を上限として発生した費用はすべて市からの補助金で賄わ

れることになる。各種イベントの規模が大きくなるほど経費がかかることになるため、市の負担が大きくなる可能性

がある。 

市の厳しい財政状態からすれば、振興協議会が補助金以外からの収入があるにも係わらず、支出した事業費のすべ

てを市が負担する合理的な理由はないと考える。月ヶ瀬振興協議会の費用のうち、補助金以外の収入から支出した費

用額を差し引いた金額を補助対象経費とするよう、要綱の見直しが必要である。 

【措置の内容】 

補助金以外の収入から支出した費用の額を差し引いた金額を補助することとしています。 

8．人権政策課 
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（1）人権啓発事業 

② 監査結果 

・分担金等の交付事業に関する収支の確認について 

（共生社会推進課） 

【監査結果】 

 いずれの分担金等も、決算報告を入手している。（ア）奈良県市町村人権・同和問題「啓発連協」分担金、（イ）な

ら・ヒューマンフェスティバル・プロジェクト会議等市町村分担金及び（エ）奈良市人権教育推進協議会運営補助金

については、職員が団体に派遣され、その事務の中で分担金等の使途が適正であるかを確認しているとのことである

が、（ウ）奈良人権擁護委員協議会負担金については、決算報告を受けるものの、証拠書類等の確認は行っていな

い。 

 分担金等については、拠出を行っている関係団体が複数となるため、市のみが証拠書類等の確認を行うことは、現

実的ではないことは理解できる。しかしながら、公金が投入されている以上、使途が適切かどうかを確認することは

必要であるため、拠出している団体の持ち回りにより証拠書類等を確認するとともに、どのような検証を行ったかを

記録することにより、市民に分担金等拠出に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

 令和元年度決算報告から、証拠書類等の確認を行い適正に処理しました。 

16．土地改良清美事務所 

（1）廃棄物最終処理施設整備事業 

② 監査結果 

・助成金等の使途の確認について 

（土地改良清美事務所） 

【監査結果】 

3つの助成金等とも、毎年4月に前年度の決算書と当年度の予算について協議会 

から提出を受けている。各助成金等に関する、平成27年度の決算内容は、以下のようになっている。（表省略） 

平成24年度の包括外部監査において、当該助成が実質的に地元補償であるとして、決算書の詳細な検証を行ってい

ない旨の指摘があるが、現状においても、証拠書類を確認する等による決算書の詳細な検証は行われていなかった。 

廃棄物処理場という嫌悪施設の設置に関する補償や環境保全のために、対策協議会を設置し、その運営等への助成

を含め助成金等が交付されることは理解できるが、助成金は地域住民にとって公平となるよう、また、公金が財源と

なっていることから、市民の多くが理解できるような活用が求められる。しかしながら、提出された決算書のうち、

支出の内容説明には、協議会会員の出席手当、役員の手当や近隣寺院本堂の修繕費等のように、支出決定に関する資

料等の確認を行い、地元住民に公平な支出であるかどうかを慎重に検証すべきものが含まれている。 

また、環境清美活動、地域活性化のための活動、不法投棄監視員に対する報酬等があるが、農業基盤整備や環境保

全という助成金の目的に整合し、使途として適切かどうかについて証拠書類を詳細に検証する必要がある。 

助成金等については、助成金の使途を証拠書類等により確認し、使途として適切でないものや不明確なものがない

かの判断過程を記録することにより、市民に助成金等に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

本市の廃棄物最終処理施設事業（土地改良清美事業）は、地元住民の方々と協力しながら実施している事業であ

り、その活動等に助成を行っています。 

 助成金の支出については、その使途が助成金の目的に整合し適切なものであるかなどを決算書等の報告書類により

確認しています。本助成金は地元との協定に基づき支出しているものであるため現在のところ証拠書類等の確認は行

っていませんが、当該書類等の提出を求めるべく助成団体と協議していくこととしました。 

18．観光振興課 

（1）公益社団法人奈良市観光協会補助金 

② 監査結果 

・補助金の交付事業に関する収支の確認について 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

 観光振興課は、奈良市観光協会より補助対象事業に関する収支報告を入手しているが、証拠書類の確認は行ってい
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ない。 

 公金が投入されている以上、証拠書類等により使途を確認するとともに、使途に問題がないと判断するに至った過

程を記録し、市民に補助金交付に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

 使途を確認するため、令和2年度の補助金額を確定する際に、実績報告書等とともに領収書等の証拠書類の提出を

させました。 

・再補助先での補助金の使途の確認について 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

奈良市観光協会は、市から交付された補助金の一部を再補助という形で、春日若宮おん祭、奈良大文字保存会等に

合計で22,552千円を交付している。所管課は、再補助先である団体の決算書については入手しているが、再補助先の

支出に関する証拠書類を確認することにより使途の適切性を検証していなかった。 

そもそも補助金は、原則的には、対象である団体に直接交付するべきである。これについて所管課の説明によれ

ば、同協会が再補助先の多くについて事務局として執行管理を行っているため、事実上は直接補助と大差ない状況に

あると認識しているとのことである。そして同協会からの補助の多くは、誘客に貢献する社寺の年中行事に絡んでの

観光客の交通安全の確保を使途とした執行がされており、安全・安心を確保して多くの来客動員を維持し続けること

を大きな目的としているとのことである。 

確かにその目的は理解できるが、事実上は直接補助と大差ない状況にあるとの認識であれば、直接補助と同様に、

証拠書類の確認を通じて目的に沿った使途・支出であることについて具体的に検証されるべきである。補助金の使途

について証拠書類により確認することの必要性を十分に認識していなかったことが根本原因であると考えられる。特

に、社寺の年中行事に市が補助しているようにも見受けられる外観を呈していることから、使途の確認が不十分であ

れば、補助金のあり方そのものを見直す議論にもなりかねない。 

奈良市は、再補助先による補助金の使途が奈良市観光協会補助金の目的に合致したものであるというのであれば、

再補助先の決算書を通覧するのみではなく、再補助先での支出に係る具体的な証憑書類等の確認を実施することによ

り、市民に対する説明責任を果たせるようにしていくべきである。 

【措置の内容】 

 使途を確認するため、令和2年度の補助金額を確定する際に、実績報告書等とともに領収書等の証拠書類の提出を

させました。 

（2）柳生観光協会補助金 

② 監査結果 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

・補助金の交付事業に関する収支の確認について 

 本補助金についても、証拠書類の確認は行っていない。 

 公金が投入されている以上、証拠書類等により使途を確認するとともに、使途に問題がないと判断するに至った過

程を記録し、市民に補助金交付に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

 使途を確認するため、令和2年度の補助金額を確定する際に、実績報告書等とともに領収書等の証拠書類の提出をさ

せました。 

（3）大仏蛍保護事業補助金 

② 監査結果 

・補助金の交付事業に関する収支の確認について 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

 本補助金についても、交付先より収支報告は受けているが、証拠書類の確認は行っていない。 

 公金が投入されている以上、証拠書類等により使途を確認するとともに、使途に問題がないと判断するに至った過

程を記録し、市民に補助金交付に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 
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 補助金額が多額ではないため、令和2年度の補助金額を確定する際に、領収書等の証拠書類の保存を依頼し、疑義

があるものについては突合確認を実施しています。 

（4）月ヶ瀬観光協会補助金 

② 監査結果 

・補助金の交付事業に関する収支の確認について 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

 本補助金についても、収支報告を交付先より受けているが、証拠書類の確認は行っていない。 

 公金が投入されている以上、証拠書類等により使途を確認するとともに、使途に問題がないと判断するに至った過

程を記録し、市民に補助金交付に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

 補助金額が多額ではないため、令和2年度の補助金額を確定する際に、領収書等の証拠書類の保存を依頼し、疑義

があるものについては突合確認を実施しています。 

（5）なら・観光ボランティアガイドの会補助金 

② 監査結果 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

・補助金の交付事業に関する収支の確認について 

本補助金についても、収支報告を交付先より受けているが、証拠書類の確認は行っていない。 

公金が投入されている以上、証拠書類等により使途を確認するとともに、使途に問題がないと判断するに至った過

程を記録し、市民に補助金交付に関する説明責任を果たせるようにする必要がある。 

【措置の内容】 

使途を確認するため、令和2年度の補助金額を確定する際に、実績報告書等とともに領収書等の証拠書類の提出をさ

せました。 

平成29年度包括外部監査「観光行政に関する事務の執行について」の結果に対する措置状況について 

第4 個別事業に係る監査の結果及び意見 

【7】柳生の里観光施設運営管理経費 

2．監査の結果及び意見 

② 監査の結果 

（1）指定管理料の執行について 

ⅰ）指定管理業務に係る領収書等を保管するよう指導すべき 

（観光戦略課） 

【監査結果】 

監査人が平成28年度の旧柳生藩家老屋敷と旧柳生藩陣屋跡の指定管理料に係る収支報告書を閲覧したところ、平成

29年3月の人件費支出が、他の月の2倍以上に急増していた。（表省略） 

市によると、指定管理者は柳生の里観光施設の管理運営に協力して頂いた地域のボランティアらに対して支払った

1年分の謝礼金を人件費に計上しており、その結果3月の人件費支出が他の月の2倍以上になったとのことだった。し

かし、そのうちの一部謝礼金の支払については領収書を徴収していないとのことであった。 

指定管理者は指定管理事業の運営に要した経費の支払事実を証明する書類を保管すべきであり（柳生の里観光施設の

管理に関する基本協定書第12条）、市は、指定管理者に対する指導を徹底する必要がある。また、市は収支状況が正

確に報告されていることを確かめるため、今後は領収書と会計帳簿との照合などによるチェックを行うべきである。 

【措置の内容】 

 平成29年度の指導以来、現地を訪問し、領収書と会計帳簿との照合等の確認を行っています。 

平成30年度包括外部監査「公の施設の使用料及び利用料金に関する財務事務の執行について」の結果に対する措置状

況について 

第4 個別の公の施設に係る監査の結果及び意見 

【6】コミュニティスポーツ施設 

2．監査の結果及び意見 
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（1）指定管理者からの財務報告について（コミュニティスポーツ会館・広場） 

② 監査の結果 

ⅰ）収支報告を事実に基づき適切に作成すべき 

（スポーツ振興課） 

【監査結果】 

 平成28年度の「田原地区コミュニティスポーツ広場収支報告」を確認したところ、収支が一円単位で一致すること

は通常考えられないにも関わらず収入合計と支出合計が一致していた。 

 スポーツ振興課はこの点について指定管理者への説明を求めていなかったとのことであったが、今回改めて確認し

たところ、指定管理料の範囲内での広場の運営が困難であったため、指定管理者である田原地区自治連合会が事業費

の補填を行い、これを収支報告書に記載していなかったとのことであった。 

 収支報告は指定管理者の業務実績を確認するための重要な資料であり、またスポーツ振興課が収支報告の異常な点

を看過しており、指定管理者の業務実績の把握が十分なのか疑問である。また、仮に施設を指定管理料の範囲内で運

営することが困難なのであれば、指定管理料の増額もしくは市と地域の自治連合会等の間での業務の仕様内容及び費

用分担の在り方を検討する契機であるとも考えられる。 

 スポーツ振興課は、指定管理者が事実に基づき収支報告書を作成するよう、適切な指導を行うべきである。また、

指定管理者の業務実施状況を適切に把握し、今後のコミュニティスポーツ広場の運営を指導すべきである。 

【措置の内容】 

 指定管理者の平成30年度収支報告書から、不明な点についてその都度説明を求めることにより、業務実施状況を適

切に把握しています。 

（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 4号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第14項の規定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知

があったので、次のとおり公表します。 

令和 4年3月28日 

                              奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

ＪＲ奈良駅周辺整備事務所 

監査結果公表日 令和2年3月30日（奈良市監査委員告示第 3号） 

措置結果通知日 令和4年3月14日 

[監査の結果] [措置の内容] 

ＪＲ奈良駅南地区土地区画整理事業費の切手類受

払簿を査閲したところ、購入した切手の支出負担行

為額と切手類受払簿の切手受入額が一致していなか

った。  

切手類は現金等価物であるため、購入の事実に基

づき正確に切手類受払簿に記載し、適正に管理され

たい。 

監査の指摘を受け確認したところ、切手類受払簿の記

載誤りが原因であったため、令和 2年2月7日に切手類

受払簿の訂正を行いました。 

今後は購入の事実に基づき、切手類受払簿の正確な記

載に努めます。 

 

中央図書館（西部図書館、北部図書館を含む。） 

監査結果公表日 令和2年12月28日（奈良市監査委員告示第 16号） 

措置結果通知日 令和4年3月17日 

[監査の結果] [措置の内容] 

施設修繕の関係書類を査閲したところ、予定価

格及び契約金額が20万円以上であり、かつ、相手

方が特定される契約ではないが、見積書を 1 人の

者からしか徴取しておらず、また、受注者から請書 

西部図書館における空調設備の修繕が予定価格 20万

円以上となりましたので、令和 3年12月14日に見積書

を2人以上の者から徴収し、契約相手を決定いたしまし

た。 
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を徴取していなかった事例が2件見受けられた。 

予定価格が20万円以上の場合は、奈良市契約規

則（昭和40年奈良市規則第43号）第18条の2第

1項の規定に基づき、2人以上の者から見積書を徴

取した上で契約相手方を選定されたい。また、契約

金額が 20 万円以上の場合は、同規則第 21 条の 2

の規定に基づき、受注者から請書を徴取されたい。 

なお、請書の提出については、平成 31年4月に

同規則が改正されたところであるため、主務課は

契約に関する例規の改正に注意を払い、適正に契

約事務を行われたい。 

 

 

奈良町にぎわい課 

監査結果公表日 平成30年 6月29日（奈良市監査委員告示第10号） 

措置結果通知日 令和4年3月22日 

[監査の結果] [措置の内容] 

転害門前駐車場使用料については、徴収事務を指

定管理者に委託しているが、定期券の販売枚数を、

指定管理者が作成した報告書でしか確認していな

かった。また、定期券販売時の領収書にはあらかじ

め連番が付されていたものの、指定管理業務以外の

用途にも使用されていたため、当該業務としての通

し番号となっておらず、徴収された金額が適正であ

るかの判断ができなかった。さらに、指定管理者は、

定期券での駐車場使用料を 3 か月分まとめて徴収

していたが、一括して入金するのではなく、利用月

ごとに3回に分けて指定金融機関に入金していた。 

所管課は、公金である使用料の徴収事務を委託し

ていることを十分に認識し、定期券の申込書及び領

収書控えなどに基づき販売枚数を把握した上で、駐

車場使用料の収入額との照合を行われたい。また、

領収書は当該委託業務専用で使用し、徴収した使用

料は速やかに全額入金するよう指定管理者を指導

されたい。 

平成 30年 9月から指定管理者に対し、定期券の販売

について、専用の領収書を使用すること及び駐車場使用

料を利用月単位で徴収し、速やかに入金するように指導

し、改善を確認した。 

また、令和3年6月から指定管理者に定期券の申込書

及び領収書控えの提出を求め、駐車場使用料の納入額及

び指定管理者が作成した報告書に記載されている駐車

場使用料の収入額と照合するように改めた。 

 

（令和 4年3月28日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 5号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第4項の規定により定期監査を実施したので、その結果を同条第 9

項の規定により公表します。 

令和 4年3月30日 

奈奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

奈監第87号 

令和4年3月30日 

奈 良 市 長 仲 川 元 庸 様 

奈良市議会議長 土 田 敏 朗 様 

奈良市教育長 北 谷 雅 人 様 
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奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

定期監査の結果について 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第4項の規定により実施した定期監査の結果（令和 3年奈良市監査

委員告示第 17号で公表済み）において、一部継続監査としていた案件について、その結果を同条第 9項の規定によ

り報告します。 

1 継続監査対象 

 （教育委員会） 

教育部 保健給食課  

2 監査期間 

令和3年10月11日から令和 4年3月23日まで 

3 監査方法 

令和 3年度の財務に関する事務の執行について、あらかじめ求めた令和 3年 8月末日現在の資料に基づき、地方

自治法第 199条第 2項の趣旨も踏まえ、関係職員からの事情聴取とともに、関係書類の通査、照合等を行う方法で

監査を実施した。 

4 監査結果 

  継続監査とした案件の監査結果は、以下のとおりである。 

保健給食課 

【意見】 

保健給食課は、奈良市学校保健会（以下「学校保健会」という。）に対し補助金を交付している一方で、学

校保健会の事務局も担っている。 

このような関係においては、補助事業に関わる経費の支出が交付目的に沿って適正に行われているかを保

健給食課がチェックする際に、その判断が甘くなる危険性は拭いきれず、公正な補助金交付の審査に支障が

生じるおそれがある。 

また、他団体に係る事務を勤務時間中に行うことは、地方公務員法における職務に専念する義務に反する

ともとられかねない。 

これらのことから、保健給食課に対し、学校保健会の事務局を担うことの必要性や妥当性について説明を

求めたところ、令和4年 2月24日付け文書でおおむね次のような見解が示された。 

学校保健会の事業のなかでも最重要案件として「学校園の水質調査」や「市立学校の定期健康診断及び各

種検診」がある。これらはいずれも学校保健安全法に基づく保健給食課の業務でもある。保健給食課が学校

保健会の理事会に対し、各種検査や健康診断の結果に係る報告書を提出し、それらを基に、水質検査や健康

診断に直接携わっている医師、歯科医師、薬剤師、養護教諭等の代表である理事が協議、検討、意見交換等

を行っている。理事会での意見等は、市にフィードバックされ、市立学校園の子どもたちの健康増進のため

の施策展開に寄与することとなる。 

このように、保健給食課は学校保健会の理事と健康診断等の業務を通じて関連があり、それらの要として

機能しているため、保健給食課が学校保健会の事務を行わないと、業務における有機的な連携に支障をきた

すおそれがあると考えており、外部への移管は困難である。 

また、学校保健会の予算規模は少額であるため、事務局を独自に設置することも困難である。 

こうした回答から考察すると、確かに現在の保健給食課の保健・総務係の所掌事務と、学校保健会の設置目

的及び事業の内容が、どちらも学校保健安全法（昭和 33年法律第 56号）の趣旨に基づき行われているもの

であり、密接な関連性があることは理解できる。 

しかし、そのことが学校保健会の事務を担う必要性や妥当性の根拠としても、補助金の交付申請者と交付

決定者が実質的に同一であることによりチェック機能が不全となるおそれに対する説明や、補助金交付事務

が公正に行われるよう管理体制を築くなどの備えは必要である。 

また、継続して事務局業務を担う必要があると考えるならば、奈良市教育委員会事務局組織に関する規則

（昭和53年奈良市教育委員会規則第 8号）に、保健給食課の所掌事務として「奈良市学校保健会の事務局に
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関すること。」と明記すべきである。 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 6号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第4項の規定により定期監査を実施したので、その結果を同条第 9

項の規定により公表します。 

令和 4 年 3 月 30 日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

奈監第88号 

令和4年3月30日 

奈良市長 仲 川 元 庸  様 

奈良市議会議長 土 田 敏 朗 様 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

定期監査の結果について 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第199条第4項の規定により定期監査を実施したので、その結果を同条第 9

項の規定により報告します。 

1 監査対象 

環境部 廃棄物対策課 衛生浄化センター 収集課 

土地改良清美事務所（奈良阪処分地管理事務所を含む。） 

環境政策課 

都市整備部 都市計画課 都市政策課 ＪＲ新駅周辺整備推進課 

ＪＲ奈良駅周辺整備事務所 西大寺駅周辺整備事務所 

建設部 土木管理課 地籍調査室 道路インフラ保全課 道路建設課 

 選挙管理委員会事務局 

 農業委員会事務局 

（企業局） 

 経営部 経営企画課 共同事務推進課 

 事業部 給排水課 下水道事業課 

2 監査期間 

令和 4年1月13日から令和 4年3月23日まで 

3 監査方法 

令和3年度の財務に関する事務の執行について、あらかじめ求めた令和 3年11月末日現在（企業局については、

同年 12月末日現在）の資料に基づき、地方自治法第 199条第 2項の趣旨も踏まえ、関係職員からの事情聴取とと

もに、関係書類の通査、照合等を行う方法で監査を実施した。 

4 監査結果 

監査した財務に関する事務は、おおむね適正かつ効率的に執行されているものと認められたが、一部において改

善を要する事例が見受けられたので、その措置を講じられたい。 

なお、指摘事項について措置を講じた場合は、地方自治法第 199条第 14項の規定に基づき、その旨を通知され

たい。 

環境部 

 収集課  

    【指摘】 
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臨時職員が退職する際における賃金の一部返納に係る債権について、奈良市債権管理条例（平成 25 年奈良

市条例第11号）第5条に規定されている債権管理台帳が整備されていなかった。 

    債務者との交渉経過等を記録し、債権を適正に管理、回収するために債権管理台帳を整備されたい。 

 土地改良清美事務所（奈良阪処分地管理事務所を含む。） 

【意見】 

最終処分地の事業推進等助成・交付金経費として、地元等の各団体に交付している「奈良市南部土地改良清

美事業の推進に伴う事業推進助成金及び環境保全対策助成金」他 2件の助成金、交付金について、各交付対象

団体から徴取している令和2年度決算書及び令和3年度予算書について査閲したところ、それぞれ会議費や役

員等の手当、その他活動経費等の科目の記載があったが、それらの支出内容が正確かつ適正であるかについて、

証憑書類による確認が行われていなかった。 

一般的に、助成金等は公金が財源となっていることから、執行状況の妥当性について多くの市民が納得でき

るよう説明責任を果たす必要がある。決算書の内容の厳密なチェックを行うため、支出内容が確認できる領収

書等の証憑書類（原本）の提出を求め、助成金等が適正に執行されているかを確認する必要がある。 

都市整備部 

ＪＲ奈良駅周辺整備事務所 

 【意見】 

 ＪＲ奈良駅南特定土地区画整理事業に伴う現場技術業務委託については、受託者の現場技術員がＪＲ奈良駅

周辺整備事務所内において、市の技術職員の不足を補うために、積算補助、監督補助及び工事管理業務を行っ

ているものであるが、当該受託者は、地方公務員法（昭和25年法律第261号）に規定されている秘密を守る義務

がなく、さらに、市が発注する他の契約の受注者にもなり得る立場でもあることから、情報漏えい等のセキュ

リティ面でのリスクが高い点で問題があると考えられる。 

また、厚生労働省･都道府県労働局発行の「労働者派遣･請負を適正に行うためのガイド」において、業務委

託の場合、受託者は、請負契約により請け負った業務を自己の業務として当該契約の相手方（発注者）から独

立して処理するものであることとされている。しかし、現状は業務を独立して処理しているとはいえないよう

にもみえることから労働者派遣との違いに留意する必要がある。 

前回監査時と比較すると、契約書に奈良市個人情報取扱特記事項を添付し、また、現場技術員の作業場所を

市職員とは別に用意するなど、改善が見受けられたものの、依然上記の様なリスクが存在しているため、抜本

的な解決方法である市の技術職員の配置について、引き続き人事課等の関係部署と協議されたい。 

 建設部 

土木管理課 

【指摘】 

 行政財産使用許可（無線基地局）の使用料の徴収について、算定において準用する奈良市道路占用料に関す

る条例（昭和28年奈良市条例第 11号）の別表に記載の金額ではなく、占用料徴収事務の取扱いについて（平

成8年1月26日付け建設省道政発第 3号道路局路線課長通達）に記載された金額を徴収していた。 

 行政財産使用料の徴収は、行政財産使用料条例（昭和 49年奈良市条例第19号）の規定に基づき、適正に行

われたい。 

【指摘】 

 道路占用料等における使用許可手続において、調定処理が遅延していた。また、道路占用料等の納期限が通

知書発行日の翌月末になっていた。なお、当該納期限を定めた旨の市長決裁を確認しようとしたところ、監査

期間内に提示はなかった。 

道路占用料等の使用許可手続については、奈良市会計規則（昭和 40年奈良市規則第 1号）第11条第1項の

規定に基づき、速やかに調定処理を行うとともに、納期限については、同条第 2項及び奈良市道路占用料に関

する条例（昭和28年奈良市条例第 11号）第3条の規定に基づき、市長決裁を得た上で期日を定めるか、ある

いは、納入の通知をする日から 20日以内の日付に設定されたい。 

道路インフラ保全課 

 【意見】 

 トンネル及び橋梁の定期点検業務委託に係る関係書類を査閲したところ、設計当初に注意していれば避けら

れた変更契約が見受けられた。 
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具体的には、トンネルの点検面積について、トンネルの内側部分のみを算定し、路面及び起終点坑門部分の

面積が算入されていなかったため、結果的に点検面積が増加したものや、橋梁の桁下高が 5メートル以上ある

にもかかわらず、安全性の低い手法が採用されていたため、より安全性の高い手法に変更したものがあった。 

これらの変更内容は、作業開始後でないと判明しないものではなく、特にトンネルの坑門部分については、

市が参照する「奈良県道路トンネル定期点検要領」にも標準的な点検対象箇所として挙げられている項目であ

る。 

所管課においては、県の歩掛りや過去の実績を参考に設計書を作成しているが、それでも現場の状況等に応

じてやむを得ない契約変更が生じることは理解できる。しかし、当初の設計書は、適切な入札等を行う上で重

要な役割を果たすものであることから、今後においては万全の注意を払って作成されたい。 

    

（企業局） 

 経営部 

経営企画課  

  【意見】 

企業局では、漏水に係る減免について「地下漏水等にかかる水道料金減免基準」を設け、使用者の善良な管

理にもかかわらず発見できなかったメーターの下流側の給水装置の破損等により漏水したと認められる場合

に限り適用するとしている。 

本年度においては1件で 170万円を超える減免が認められたケースがあり、使用者からは漏水料金減免申請

書、給水装置修繕報告書が提出され、さらに給水装置の維持管理について年 1回以上の保守点検等を実施して

いたことや今後も善良な維持管理を約することなどを記載した誓約書が添付されていたものの、善良な管理が

行われていたかどうかについて実質的な審査は行っていなかった。 

本件は、特に大規模な漏水事案であるだけに、保守点検結果の提示の要求、日常的な管理体制の聴取や現場

の確認等の十分な調査に基づく減免の審査が必要であった。水の供給には給水原価がかかっており、また貴重

な水資源を無駄にしないという観点からも、漏水減免の承認の際は、より慎重な審査を実施されたい。 

事業部 

下水道事業課  

【指摘】 

 開発寄附金における、奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和 45年奈良市条例第16号）及び

同施行規程（平成 26年奈良市企業局管理規程第 7号）に規定する減免申請に対し、減免を承認決定する際の

決裁権者について、減免額から判断して管理者決裁とすべきところを課長専決としていた。 

奈良市企業局事務専決規程（昭和 41年奈良市企業局管理規程）の規定に従い、正しい決裁区分とされたい。 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市監査委員告示第 7号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第252条の37第5項の規定により、 包括外部監査人福竹徹から監査の結果

に関する報告の提出があったので、同法第 252条の38第3項の規定により、別添のとおり公表します。 

令和 4年3月30日 

奈良市監査委員 東 口 喜代一  

同       中 本   勝  

同       塚 本   勝  

同       森 岡 弘 之  

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

公 営 企 業    

奈良市企業局告示第 9号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 4条第 1項の規定により
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奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規程第 10条の規定により次のとおり公示する。 

 令和 4年3月30日 

  奈良市公営企業管理者  池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日 

エイシン設備工業株

式会社 

代表取締役 森田 

征樹 

大阪府大阪市東住吉区住道矢田六丁

目8番6号 
令和4年3月15日 

（令和 4年3月30日掲示済） 

 

奈良市企業局告示第 10号 

 奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成 10年奈良市水道局管理規程第 7号）第 9条の規定により奈良市

企業局指定給水装置工事事業者の指定の効力を停止したので、同規程第 10条第 5号の規定により次のとおり公示す

る。 

 令和 4年3月31日 

    奈良市公営企業管理者  池 田   修  

名  称 代表者氏名 所 在 地 指定の停止期間 

株式会社 平城設備 
代表取締役 岡西 

浩希 
奈良県奈良市西ノ京町 1-37 

令和4年4月1日から 

令和4年9月30日 

処分の理由 

上記の奈良市企業局指定給水装置工事事業者（以下「本事業者」という。）が本市に対し、令和 3年12月8日付け

で申し込んだ住宅新築工事に伴う給水装置の新設工事について、同月 20 日、本市の承認を受けることなく同工事を

施行し、また、無断通水をした（以下「本件各行為」という。）。 

本件各行為により、本事業者は、水道法（昭和 32年法律第 177号。以下「法」という。）第 25条の3第1項第3号

ホ及び奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（以下「規程」という。）第 5条第 3号オの「業務に関し不正又は

不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者」に該当するため、法第 25条の11第1項第

1号並びに規程第 8条第2号及び第 9条に基づき、指定の取消し又は効力停止の対象となるものである。 

本件各行為は、いずれも奈良市企業局指定給水装置工事事業者の違反行為に係る処分基準を定める奈良市企業局指

定給水装置工事事業者の指定取消し処分等に関する要綱第 11条（別表）に定める指定の効力停止 6月の場合に相当

する。 

よって、本事業者に対し、奈良市企業局指定給水装置工事事業者の指定の効力を 6月停止する。 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

教 育 委 員 会     

奈良市教育委員会告示第 4号 

 令和 4年 3月定例教育委員会を次のとおり開催しますので、奈良市教育委員会会議規則（昭和 57年奈良市教育委

員会規則第 12号）第3条第2項の規定により告示します。 

令和 4年3月18日 

           奈良市教育委員会      

     教育長 北 谷 雅 人  

1 日 時 

令和 4年3月25日（金） 午前 10時から 

2 場 所 

奈良市役所 中央棟地下1階 Ｂ1会議室 

3 会議に付すべき事案 

 教育長報告 

 （1）奈良市黒髪山キャンプフィールドの臨時開所について 

（2）市立幼稚園の再編実施方針について 
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議事  

議案第55号 奈良市立小・中学校遠距離通学児童・生徒通学費助成金交付要綱の一部改正について 

議案第59号 中学校区別実施計画「後期計画」の延長について 

議案第 60 号 奈良市教育委員会における奈良市情報公開条例に規定する権利の濫用に関する基準を定める要綱

の制定について 

議案第61号 奈良市立富雄北小学校通学区域内に居住する児童の就学指定の特例に関する要綱の廃止について 

議案第62号 旧辰市幼稚園の土地、建物及び工作物の用途変更について 

議案第63号 奈良市指定文化財の指定について 

その他報告事項 

（1）「生活調べ」アンケートの結果について 

 傍聴受付は、開催日の午前 9時から午前 9時 50分まで、教育政策課にて行います。定員は 5名で、定員になり次

第締切させていただきます。 

（令和 4年3月18日掲示済） 

 

選 挙 管 理 委 員 会 

奈良市選挙管理委員会告示第 6号 

 奈良市選挙管理委員会の委員長 西久保 武志（住所 奈良市六条一丁目 13番 31-3号）は令和 4年 3月 31日当

該委員長を退職しました。 

 令和 4年3月31日 

奈良市選挙管理委員会  

委員長職務代理者  

植 田   茂  

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 7号 

令和 4年 3月 22日開催の委員会において、地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 187条第 1項の規定による選

挙の結果、次の者が委員長に就任しました。 

 令和 4年3月31日 

                               奈良市選挙管理委員会   

                                    委員長 植 田  茂  

氏名 植田 茂 

住所 奈良市高畑町859番地の 9 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 

奈良市選挙管理委員会告示第 8号 

地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第187条第3項の規定により、次の者を奈良市選挙管理委員会委員長職務代

理者に指定しました。 

 令和 4年3月31日 

                    奈良市選挙管理委員会   

                           委員長 植 田  茂  

奈良市選挙管理委員会 

 委員 西久保 武志 

 住所 奈良市六条一丁目13番 31-3号 

（令和 4年3月31日掲示済） 

 


